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・今回の改定において修正する予定の主な箇所を下線にしています。 

・改定中間案からの主な修正箇所に網掛けをしています。 

・本文中、「○○○○＊」とある用語は、資料編「１ 用語解説」に説明を記載しています。 
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第１章 はじめに 

1 位置づけ・役割 

「杜の都環境プラン（仙台市環境基本計画）」は、仙台市環境基本条例第 8条に基づき、本市の

環境の保全及び創造に関する施策の基本的な方向を定めるものであり、市・市民・事業者等の様々

な価値観や発想、視点をもつ多様な主体が一体となって杜の都の環境づくりを進める上で、道しる

べとなるものです。 

本市の計画体系の中では、本計画は「仙台市基本計画」で掲げる環境面からの目指す都市の姿

「杜の恵みと共に暮らすまち」を実現するための計画として位置づけられます。 

各法令の規定により、策定が義務づけられている「地球温暖化対策推進計画」及び「一般廃棄物

処理基本計画」については、本計画の個別計画として位置づけます。策定が努力義務とされる「生

物多様性地域戦略」及び「環境教育等行動計画」については、本計画に内包します。なお、「地域

気候変動適応計画」については「仙台市地球温暖化対策推進計画」に、「食品ロス削減推進計画」

については「仙台市一般廃棄物処理基本計画」にそれぞれ内包します。 

また、「仙台市みどりの基本計画」や「仙台市都市計画マスタープラン」等の関連計画について

も、各計画に基づく施策や事業が本計画の考え方や方向性に沿って進められるよう、連携・調整を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 計画期間 

計画期間は、令和 3年度（2021年度）から 12年度（2030年度）までの 10年間とします。 

計画期間の中間年度である令和 7年度（2025年度）に、計画の中間評価を行うとともに、一部改

定を実施しました。引き続き、社会状況の変化等を注視しつつ、必要に応じて計画の見直しを行い

ます。 

廃棄物の処理及び
  に関する法 

食品ロス削減推進計画
食品ロスの削減の
推進に関する法 

仙台市環境基本条例

杜の都環境プラン
（仙台市環境基本計画）

生物多様性地域戦略

環境教育等行動計画

仙台市地球温暖化対策推進計画

地域気候変動適応計画

仙台市一般廃棄物処理基本計画

仙台市基本計画

仙台市みどりの基本計画

仙台市都市計画マスタープラン

   い都市  プラン

仙台市自  の 全な  用推進計画

仙台市「杜の都」景観計画

仙台市 生 基本計画

仙台市  整 計画

広  創生プラン

仙台市 道事業基本計画

仙台市下 道マスタープラン

仙台市   ーシ  推進指針

など

地球温暖化対策の
推進に関する法 

気候変動適応法

生物多様性基本法

環境教育等による環境保全
の取組の 進に関する法 

連
携
 
調
整
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3 計画の構成 

  

 の               

第１章 はじめに
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 環境配慮の指針（主体別の環境配慮行動の指針、 地 用における環境配慮の指針）

 計画の推進体制（市民  による推進、市役所内の  的連携、  自 体等との連携）

 計画の進行管理

 市の率先行動の推進

 
 
 
 
的
 
施
策
 
組
 
 
 
 

     ＊との関係

改定の背景（環境施策をとりまく動向、 れまでの取り組み、仙台市の み）

   の  の                     
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第 章 計画の  に     

1   の背景 

（1）            

① 社会状況の変化 

本市のまちづくりの前提となる社会状況は大きな変化を迎えています。 

日本全体では人口減少が進む中、本市の人口は、 れまで増加傾向にありましたが、  数年

のうちにピークを迎えた後、減少していく とが見込まれています。本市の人口構造は、高齢者

の割 が他の政令指定都市に比べて低いものの、令和 2年（2020年）には 4人に 1人が高齢者

になるなど、少子高齢化が進行しています。一方、外国人 民や留学生数は増加傾向にあり、今

後さらに国際化が進む とが予想されます。 

本市の産業構造は、市内に本社を置く企業のほと どが中小企業であり、約 9割を小売業や飲

食業などの第 3 次産業が占めています。また、支店の占める割 は政令指定都市の中で最も高

く、市内事業所の所得が本社等のある市外へ流出している とが課題となっています。市内総生

産は、東日本大震災からの復興需要を背景として、平成 24年度（2012年度）以降増加しました

が、 年は ばいの状況にあり、今後、人口構造の変化に伴う労 力の減少や消費行動の低下等

が懸念されます。 

令和 2 年（2020 年）には、世界的に新型コロナウ ルス感染症が拡大し、本市においても市

民生 や地域経済に大きな影響をもたらしました。令和 5 年（2023 年）からは、新型コロナウ

 ルス感染症の感染症法上の位置づけが 5 類感染症となった とで感染対策が緩和されました

が、今後も基本的な感染対策を図りながら、環境に配慮した社会・経済 動を推進していく と

が求められます。 

環境分野においては、喫緊の課題である地球温暖化対策をはじめ、生物多様性*の確保、プラ

スチックごみや食品ロス*への対応など、その課題は多岐にわたっており、 れらの課題は社会・

経済分野とも深く関わっています。 

また、本市は令和６年度（2024年度）に「仙台市   ーシ  推進指針」を策定し、市民と

行政の連携により育 できた都市の魅力や、「杜の都」に代表される都市個性に対する市民の誇

りを 台としながら、さらに発展さ 、多様で調和のとれた仙台らしい   ーシ  まちづく

りを進める ととしています。今後は、環境面のみならず、社会・経済面や   ーシ  の推

進をも考慮した、新たな視点・考え方での取り組みが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）国勢調査結果（1970-2020年）、まちづくり政策局資料（2025年以降） 
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（出典）国勢調査結果（2010-2020年）、まちづくり政策局資料（2025年以降） 

（出典）文化観光局資料 

（出典）令和 3年（2021年）経済センサス-活動調査結果を基に作成 （出典）都道府県・大都市別企業数（民営、非 1次産業） 

（中小企業庁）を基に作成 

※全事業所数のうち、支店・支所・支社が占める割合 

（出典）令和 3年（2021年）経済センサス-活動調査結果を基に作成 

（出典）国勢調査結果 

（出典）令和 4年度仙台市の市民経済計算を基に作成 

※各年 4月末時点 

※2025年以降は推計値 
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②      社会に け 世界の き 

快適で豊かな暮らしや営みが行われながら、環境への負荷が小さく、持続的な発展が可能な社

会（持続可能な社会）に向けた動きは、昭和 40～60年代（1970～80年代）に、地球規模での環

境問題が深刻化する中で、「持続的な発展のためには、地球環境の保全が重要」との考え方が広

まった とに端を発しています。平成 4年（1992年）の「国連環境開発会議（地球サミット）」

では、「環境と開発に関するリオ宣言」等が採択され、 の考え方が世界共 の行動原則として

 体化されました。 うした動きは、国や各自 体における環境基本法や環境基本条例等の制定、

環境基本計画の策定へとつながっています。 

 年、持続可能な社会に向けた世界の動

きは拡大しており、平成 27年（2015年）に

は、貧困や飢餓、エネルギー、気候変動*な

ど、世界規模で深刻化する様々な課題に総

 的に取り組む とを目指す「持続可能な

開発目標（SDGs：Sustainable Development 

Goals*）」が国連で採択されました。 

世界的に喫緊の課題である地球温暖化対

策に向けては、平成 28年（2016年）に「京

都議定書」以降の新たな枠組みとして「パ

リ 定*」が発 しました。パリ 定では、今世紀後半に温室  ガス*排出量実質ゼロを目指す

 と等が定められ、各国の対策が加速しており、わが国においても令和 2年（2020年）10月に、

令和 32 年（2050 年）までに温室  ガス排出量実質ゼロを目指す との宣言がなされました。

令和 7年（2025年）2月には「地球温暖化対策計画」が改定され、2035年度、2040年度におけ

る温室  ガスを平成 25年度（2013年度）比でそれぞれ 60％、73％削減する とを目指す、新

たな「日本の NDC（国が決定する貢献）」が、気候変動に関する国際連 枠組条約事務局（UNFCCC）

に提出されました。 

また、人類の生存基盤と言われる生物多様性*に関しては、地球全体で約 100万種の生物が絶

滅の危機にあり深刻な影響が懸念されている とから、令和 4年（2022年）12月の生物多様性

条約第 15回締約国会議において「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択され、自然を

回復軌道に乗 る「ネ チャーポジ  ブ*」の取り組みが進められています。 

さらに、海洋プラスチックごみによる地球規模での環境汚染が懸念される中、令和元年（2019

年）の G20大阪サミットでは、海洋プラスチックごみの削減に向けた国際的な枠組みを作る と

で 意がなされました。 

 れらを契機として、世界的な企業では、使用する電力をすべて再生可能エネルギーで賄う

「RE100（Renewable Energy 100%）*」への参画や、自然資本等に関する企業のリスクや機会を

評価し開示する「TNFDア プター」への登録、使い捨て（ワンウェ ）プラスチックの削減に向

けた代替資材の導入など、環境配慮の取り組みが拡大しています。また、金融機関や消費者も企

業の環境配慮を評価するなど、社会・経済分野において環境を重視するとともに、環境への取り

組みが企業価値の向上や快適で豊かな生 につながるという考え方も広まっています。 

今後、本市においても、 うした動きを捉えながら、持続可能な社会の実現に向けた取り組み

を進める とが重要です。 
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（2）  の    ラ  に基づ    での     

本市では、「杜の都」の良好な環境を将来へと継承するため、環

境負荷の小さい持続的な発展が可能な都市を目指し、平成 8 年

（1996年）に「仙台市環境基本条例」を制定しました。翌年 3月

には、条例に基づく環境基本計画として「杜の都環境プラン」（計

画期間：平成 9年度～平成 22年度）を策定しています。 の計画

では、目指す環境都市像として、「『杜』にまなび、『杜』といきる

都」を掲げ、人口増加や市街地の拡大に伴う、自動 公害の深刻

化、自然生態系への影響、廃棄物の増加などの課題に対応するた

め、公害防止対策や自然環境の保全、ごみ減量・リサ クルなどの

取り組みを進めました。 

 

平成 23年（2011年）3月には、計画期間の満了に伴い、新たな

「杜の都環境プラン」（計画期間：平成 23 年度～令和 2 年度）を

策定しました。 の計画では、 れまでの計画の理念や考え方を継

承しつつ、地球温暖化対策や生物多様性*の確保等の重要な課題に

対応するため、目指す環境都市像として「『杜』と生き、『人』が 

きる都・仙台」を掲げ、低炭素都市づくりや資源循環都市づくり、

自然共生都市づくりなどの取り組みを進めました。平成 23年（2011

年）3月に発生した東日本大震災からの復旧・復興に向けては、震

災廃棄物をいち早く適正に処理したほか、東部地域の農業やみど

りの再生などに取り組 できました。また、本市は震災の経験を教

訓に、防災環境都市*として防災と環境を基軸としたまちづくりを

進めており、平成 28年（2016年）3月に計画を改定した際には、新たに防災の視点を取り入れ、

環境にやさしく、災害にも い分散型エネルギー*の普及等に取り組みました。 うした取り組

みにより、 の計画で掲げる定量目標については、一部の項目で進捗に遅れが見られるものの、

概ね良好な結 となりました。 

令和 3年（2021年）3月には、計画期間の満了に伴い、新たに本計画を策定しましたが、同年

10月に国の「地球温暖化対策計画」が改定され、2030年度の温室  ガス*排出量の削減目標が

従来の 2013年度比 26％削減から 46％に引き上げられるなど、国内外の気候変動*対策が れま

で以上に加速していると ろです。そのため、「仙台市地球温暖化対策推進計画」とともに、本

計画における 2030 年度の温室  ガス排出量の削減目標などの脱炭素の分野について、令和 7

年度の中間評価に先立ち、令和 5年度に計画を改定しました。 

先人から受け継がれてきた杜の都の良好な環境は、本市の重要な都市個性であり、まちづくり

の基盤です。本市が、将来にわたり魅力的な都市として持続的に発展していくためには、良好な

環境を保全・継承する とはもとより、今後は、本市の みを かしながら、環境面から都市の

質を高め、まちの成長へとつなげていく とが重要です。 
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（3）仙台 の強  

 〇 多様      その     

本市は、市域の約 8割がみどりに覆われており、その割 の大きさは、政令指定都市の中で第

3位と、豊かな自然環境を有しています。 

また、市域は奥羽山脈から太平洋までの広がりを持ち、その地形の連続性の中に、原生的な 

 や里地里山をはじめ、市街地のみどり、東部に広がる農地、源流から河口まで流れる河 、多

様な生きものが生息する干潟や砂浜など、多様で多彩な自然環境がつながりをもって分布して

います。 

 れらの自然環境は、私たちにきれいな空気や 、食料等を供給してくれる けでなく、 ら

ぎや潤いを与えてくれるなど、私たちの豊かな暮らしを支えるとともに、本市の都市個性である

「杜の都」を 徴づけています。 

 

〇      のバラ ス       

本市は人口 100 万人を超える大都市でありながら、定禅寺 に代表される緑美しいケヤキ並

木や、都心を流れる 流・広  、市街地に 接する青葉山など、都市機能と豊かな自然環境が

調和した魅力的な都市空間を形成しています。また、居久根*や四ツ谷用 など、自然の恵みを

暮らしやまちづくりに かしてきた歴史があり、現在もケヤキ並木などのみどりの空間を 用

し、青葉まつり等の ベントが行われ、市外からも多くの人々が訪れています。 

 うした「杜の都」の美しい自然や生 環境は、 の地に まう人々によって今日まで大切に

守り育まれてきました。現在も多くの市民が、仙台を みやすいと感じる理由として自然環境に

恵まれている点をあげるなど、都市と自然の ランスがとれたまちの姿は本市の大きな魅力と

なっています。 

 

 〇  民協働で  課題に   む力 

東北の中枢都市である本市には、多くの事業所が集積するとともに、大学などの高等教育機関

が立地し、「学都」としての知的資源や人材が集い、市民団体等による市民 動や、町内会等に

よる地域における 動も盛 に行われています。 

また、本市には「杜の都」の環境をよりよいものとしていくという共 の目標のために、様々

な環境課題に 力して取り組 できた歴史があります。昭和 30年代（1950～60年代）以降、急

速に都市化が進み、公害問題が深刻化する中、市民と行政が一体となって、「健康都市宣言」（昭

和 37年（1962年））や「公害市民憲章」（昭和 45年（1970年））を制定するとともに、自動 の

クラクション騒音に端を発する「町を静かにする運動」や、汚濁が進  河 の浄化運動、道路

粉じ 問題を解決する「脱スパ クタ ヤ運動」等の市民運動が行われてきました。 

 うした、よりよい環境づくりのために 力して問題の解決に挑む市民  の精神は、今日ま

で引き継がれており、現在も、環境づくりに関わる 動経験や専門性を持った多様な主体が  

し、様々な環境課題に取り組 でいます。 

 

 

 

 

い ぐ ね 
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＜各地域の  特徴等＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 本 の     性 

環境施策をとりまく動向や本市の みを踏まえ、今後、本市が持続可能なまちを実現するために

目指す方向性を、以下のとおりとします。 

 

（1）仙台ら い   にや  いライフスタイ ・ビ  ススタイ の 着 

持続可能な社会の構築に向けては、国際化が進展し、社会状況が様々に変化する中においても、

あらゆる主体が日々の営みの中で環境に配慮した行動を実践していく とが重要であり、市民

一人ひとりの意識の変革が求められます。また、新型コロナウ ルス感染症対策をきっかけとし

て、 レワークの普及や、食事の持ち帰り・配達が増加するなど、市民のラ フスタ ルやビジ

ネススタ ルが変容しており、 うした機会も捉えながら、より環境に配慮した行動の定着を図

る とが重要です。 

本市には、豊かな自然環境がつながりをもって分布しているという自然地理的な 色に加え、

環境づくりに関わる 動経験や専門性を持った多様な主体が存在しているという みがありま

す。 うした場や人材を かして気づきや学びの機会を創出し、無理なく真似したくなるような

環境配慮行動を広める とにより、仙台らしい、環境にやさしいラ フスタ ル・ビジネススタ

 ルの定着を図ります。 
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（2）  の    域内での   

従来の環境施策は、良好な環境を保全する とが重視されてきました。しかしながら、環境課

題が多岐にわたり、社会・経済分野とも深く関わっている今日においては、環境保全はもとより、

本市の みである豊かな自然環境や、環境課題に取り組む市民の力を資源として捉え、積極的に

 用していく視点が必要です。また、今後、大規模災害や新たな感染症など様々な事態が発生し

た場 にあっても、本市が持続可能なまちであるためには、資源をできる限り域内で循環さ る

 とが重要です。 

そ で、人口や産業が集中し、社会・経済 動の中心となる都市部と、山から海まで広がる恵

み豊かな自然環境がつながりを持って分布している本市の地の を かし、各地域の 色ある

資源を 用しながら、市域内での循環を図ります。 

 

（3）仙台 起        の創造・発信 

 れまで、環境への取り組みは、どちらかと言えば、経済成長や快適な生 と相反するもの

という メージを抱かれがちでしたが、 年、SDGs*などを背景として、環境への取り組みが企

業価値の向上や快適で豊かな生 につながるとの考え方が広まっています。 

そのため、本市の みを かしながら、環境への取り組みを推進するとともに経済の 性化

や心の豊かさ、まちの品格・風格の向上を図るなど、新たな環境価値を創造し、まちの成長へ

とつなげていく とが重要です。 に新型コロナウ ルス感染症の拡大をきっかけとし、都市

から地方への関心が高まる中、仙台が「選ばれるまち」として、その優位性を高めていくため

には、豊かな自然環境と都市機能が調和した都市空間など、本市の みにさらに磨きをかけな

がら、環境と成長の好循環を図っていく とが一層重要となってきます。 

また、市民のみならず、進学や 勤を機に本市に一時的に居 する人々や、観光などで本市

を訪れる人々に、本市で環境価値を実感してもらい、それを新たな場所で広めてもらうなど、

本市を起点とした環境価値の発信を図ります。  
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第 章          

1       

本計画では、目指す環境都市像として「杜の恵みを かした、持続可能なまち」を掲げ、本市の

重要な都市個性であり、まちづくりの基盤となる「杜の都」の良好な環境を維持・向上さ 、将来

へと確実に継承するとともに、本市の みを かしながら、魅力的な都市として持続的に発展して

いく とを目指します。 

また、前章で整理した本市の目指す方向性等を踏まえ、 の環境都市像のもと、目指すまちのあ

り方を次のとおり掲げます。本市における環境面からの持続可能な社会とは のようなまちを実現

する とであり、 の とにより世界全体での持続可能な社会の構築にも貢献します。 

 

 

 

 

 

  

持続可能な社会の構築に向けては、一人ひとりが環境に配慮したア

クションを起 す とが重要です。 

環境配慮行動が、快適で豊かな暮らしや企業価値の向上、そして

まち全体の成長につながるという考え方が共有され、多様な主体が

連携・ 力しあう とにより、仙台らしい、環境にやさしいラ フ

スタ ル・ビジネススタ ルが定着したまちを目指します。 

また、 うした行動のあり方を「杜の都スタ ル」として内外に発

信します。 

 

 

本市の みである、多様な自然環境や、自然と調和した都市環境、

そして環境課題に取り組む市民の力を「杜の都」の資源として捉え、

最大限 かすとともに、地域や人をつなぎ、市域内での循環を図る

持続可能なまちを目指します。 

 

 本市の みを かしながら、環境への取り組みを推進し、あわ 

て経済の 性化や、心の豊かさ、まちの品格・風格も向上さ 、環

境と成長の好循環が生まれ、続いていくまちを目指します。 

 また、仙台を起点として環境価値を広め、杜の都のブランド力の

向上を図ります。 

  

 
 の                

      の     

「杜の都」の良好な環境を保全・継承するとともに、 
本市の みを かしながら、持続的な発展が可能なまち 

   の     の                    

   の  の                      

    の              成              
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2      の  に け    系 

環境都市像の実現に向け、「脱炭素都市づくり」、「自然共生都市づくり」、「資源循環都市づくり」、

「快適環境都市づくり」、 れらに共 する「行動する人づくり」の 5 つの分野別の環境施策を推

進します。 

 各分野においては、目指す都市の姿とともに、その指標となる定量目標を設定し、計画の進行管

理を図ります。 

さらに、環境都市像の実現に向け、本市が重点的に進めていく取り組みとして、新たに 3つのプ

ロジェクトを設定します。 

 

  

   の     の                   

 の               

    の     

          

   
           

      

     
       
      

    
       
      

     づ  

 脱炭素型のまちの構造をつくる

 脱炭素型のエネルギーシス  の構築を進める

 環境にやさしい  への  を進める

 脱炭素型のラ フスタ ル・ビジネススタ ルを定着さ る

 気候変動によるリスクに える

   の  の                     

    の              成             

      づ  

 豊かな自然環境と多様な生きものを守る

 恵み豊かな里地里山を 性化さ る

 グリーン ンフラをまちづくりに かす

 自然や生きものへの 着をはぐくむ

      づ  

 資源を大切に使う行動を定着さ る

 資源の有  用を進める

 廃棄物の適正な処理体制を確保する

      づ  

 健康で快適な生 環境を保全する

 地域の環境資源を かした魅力的なまちづくりを進める

     づ  
 環境にやさしい行動の を広げる

 環境にやさしいラ フスタ ル・ビジネススタ ルを定着さ る

       

 開発事業等における自主的な取り組みを 進する

      の    

分野別の環境施策の中から、環境都市像のもと目指す３つのまちのあり方の 現化に向け、 に  的な
施策を組み わ 
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3 中間評  

① 中間評 の   

本市では、令和 3 年度（2021 年度）から本計画に基づき環境都市像の実現に向けて各般の環

境施策の推進を図ってきましたが、計画期間が令和 12年度（2030 年度）までの 10年間にわた

る とから、中間年度である令和 7年度に、計画に掲げる目標の達成状況等を踏まえ、中間評価

を行いました。 

 

②  量 標の達成に け  捗状況 

本市では、 れまで、市民・事業者と連携し、脱炭素先行地域の取り組みや、家庭・事業 動

における温室  ガス*削減を進めるとともに、全国に先駆けて製品プラスチック一括回収を行

うなど、ごみ減量・リサ クルに取り組 できました。 

また、関係法令に基づく規制指導等による環境保全や、多様な主体と連携した生物多様性*保

全や自然共生サ ト*認定取得等の推進に加え、環境教育・学習施設の運営、講座や ベントの

実施、WEB・SNS を 用した情報発信等により、市民・事業者の環境配慮行動を広げる取り組み

を推進してきました。 

 うした取り組みにより、計画に掲げる定量目標は、一部の項目で進捗に遅れは見られるもの

の、既に目標を上回っている項目もあり、概ね順調に進捗しているものと評価しています。 

 

  の    ラ （計画期間：令和 3年度 令和 12年度） におけ  量 標の 捗状況 

定量目標 実績 評価※ 

① 温室  ガス排出量 

＜中期目標＞ 

令和 12年度（2030年度）における温室  ガス排出量を平成 25年度

（2013年度）比で 55％以上削減（  等による吸収量を含む）します 

＜長期目標＞ 

令和 32年（2050年）温室  ガス排出量実質ゼロを目指します 

24.2％削減 

（令和 5年度<速報値>） 
○ 

② みどりの総量 

みどりの総量（緑被率*）について、現在の 準を維持・向上さ ます 

78.7％ 

（令和 6年度） 
  

③  猛禽類の生息環境 

生態系の頂点に位置し、良好な里地里山環境の指標となる猛禽類*（オ

オタカ・サシ ）の生息環境を維持・向上さ ます 

オオタカの生息適地：

2,691.1ha 

サシ の生息適地： 

376.1ha 

（令和 7年度） 

△ 

④  身 な生きものの認識度 

身 な生きもの（9種）について、全ての種における市民の認識度を現

在よりも向上さ ます 

9項目中 3項目で 

向上 

（令和 6年度） 

△ 

⑤  ごみ総量（生 ごみ*と事業ごみ*の 計） 

令和 12年度（2030年度）におけるごみ総量を 33万トン以下（令和元

年度（2019年度）比で 12％以上削減）にします 

335,867トン 

（令和 6年度） 
  

⑥ ごみの最終処分量 

令和 12年度（2030年度）におけるごみの最終処分*量を 4.6万トン以

下（令和元年度（2019年度）比で 12％以上削減）にします 

42,444トン 

（令和 6年度） 
○ 
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定量目標 実績 評価※ 

⑦ 1人 1日当たりの家庭ごみ排出量 

令和 12年度（2030年度）における 1人 1日当たりの家庭ごみ*排出量

を 400グラ 以下（令和元年度（2019年度）比で 14％以上削減）にしま

す 

417グラ  

（令和 6年度） 
○ 

⑧ 家庭ごみに占める資源物の割  

令和 12 年度（2030 年度）における家庭ごみに占める資源物の割 を

30％以下（令和元年度（2019年度）比で 12.5ポ ント以上引下げ）にし

ます 

45.5％ 

（令和 6年度） 
△ 

⑨ 環境基準の達成状況 

大気、 、 壌及び騒音に関する環境基準*（二酸化窒素*についてはゾ

ーン下限値）を達成します 

大気汚染・ 質 

汚濁・騒音に係る 

基準について 

一部非達成 

（令和 6年度） 

△ 

⑩ 環境に関する満足度 

市民の「環境に関する満足度」（8項目）について、全ての項目におけ

る満足度を現在よりも向上さ ます 

8項目中 7項目で 

向上 

（令和 6年度） 

○ 

⑪ 日常生 における環境配慮行動 

日常生 における市民の環境配慮行動（25項目）について、全ての項目

における実践割 を現在よりも向上さ ます 

25項目中 13項目で 

向上 

（令和 6年度） 

△ 

※ ○：達成に向け進捗している、△：一部遅れている、×：遅れている 

【要因等】 

③ 猛禽類の生息環境：谷地形の 田が減少した とによるもの。 

④ 身 な生きものの認識度：生息環境の変化や自然と触れ う機会の低下によるもの。 

⑥ ごみの最終処分*量：ごみ総量の減少により、焼却灰の発生量及び埋立処分量が減少した とによるもの。 

⑧ 家庭ごみに占める資源物の割 ：雑がみ*等の紙類やプラスチック資源等の分別が進まなかった とによるもの。 

⑨ 環境基準の達成状況：河 の 量やプランクトンなど自然的要因の影響によるもの。 

⑪ 日常生 における環境配慮行動：環境に関する 動への参加機会の低下などによるもの。 

 

4 中間評  踏   今後の  展開の  性 

本計画の中間評価は概ね順調に進捗しているものの、目標の着実な達成に向け、脱炭素都市づ

くりにおいては、温室  ガス*削減の取り組みを一層加速する必要があり、とりわけ建築物の

屋根等を 用した太陽光発電の導入や 宅の 熱化、中小企業の脱炭素支援を一層推進してい

きます。 

資源循環の面では、家庭ごみに占める資源物の割 が高止まりで推移しており、さらなる分別

徹底が必要である一方で、ごみ減量については順調に推移し、中間目標を達成する見込みである

 とから、最終目標値を一部見直しながら、ごみ減量や分別徹底に向けた取り組みを 化してい

きます。 

併 て、 うした各般の取り組みを支える市民・事業者の環境配慮行動を広く していく と

が重要であり、様々な違いや意見・考え方を持つ主体が対話・ 流できる機会を創出し、多様な

主体との連携・  のもと、今後も、  的に普及啓発を展開しながら、社会情勢の変化や現状

を的確にとらえた環境施策の更なる推進を図る とで、定量目標の達成や、目指す環境都市像の

実現につなげていきます。 
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第 章    の     

1      づ   

（1） 標 

目指す都市の姿 

 力や  性 備   ら    化 気候変 *によ 影響 の 応        

 

定量目標 

温室効果ガス*排出量 

＜中期目標＞ 

令和 12年度（2030年度）における温室  ガス排出量を平成 25年度（2013年

度）比で 55％以上削減（  等による吸収量を含む）します※1 

＜長期目標＞ 

令和 32年（2050年）温室  ガス排出量実質ゼロを目指します※2 

 
※1  国が「2030年度におけるエネルギー需給の見 し」（令和 3年（2021年）10月）で定める令和 12年

度（2030年度）における電源構成等を前提とした、国の「地球温暖化対策計画」（令和 3年（2021年）

10 月）に基づく施策に加え、本市独自の施策による温室  ガスの削減量を積み上げる とにより

設定 

※2  排出量実質ゼロとは、温室  ガスの排出削減と吸収源確保の取り組みにより、排出量と吸収量を

均衡さ る とであり、その達成に向けては、国が示す温室  ガスの大幅削減につながる技術革新

等（エネルギー消費量を実質ゼロ以下にする建築物の実現・普及や二酸化炭素*を回収・リサ クル

する技術など）の動向を踏まえ、率先して取り組みを進めていく とが必要 

  

 

（2） 状 課題 

地球温暖化を一因とする気候変動や自然災害の増加は、世界的に喫緊の課題となっています。

本市においても、 年は、平均気温が上昇傾向にあり、大雨の日数が増加傾向にあるなど、その

影響が表れはじめています。 

国際社会では、パリ 定の発 を踏まえ、世界全体で、温室  ガス排出量の実質ゼロに向け

た取り組みが加速しています。国においても、令和元年(2019年）6月に策定した「パリ 定に

基づく成長戦略としての長期戦略」の中で、今世紀後半のできる け早期に脱炭素社会*の実現

を目指す とを掲げ、令和 2年（2020年）10月には、令和 32年（2050年）までに温室  ガ

ス*排出量実質ゼロを目指す との宣言がなされました。さらに、令和 3 年（2021 年）10 月に

は、「地球温暖化対策計画」が改定され、2030年度の温室  ガス排出量の削減目標が従来の 2013

年度比 26％削減から 46％に引き上げられました。また、令和 7年（2025年）2月には「地球温
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暖化対策計画」が改定され、2035年度、2040年度における温室  ガスを平成 25年度（2013年

度）比でそれぞれ 60％、73％削減を目指す とが示されるなど、脱炭素社会への潮流が加速し

ています。 

本市では、令和 3年（2021年）3月に策定した「仙台市地球温暖化対策推進計画」に基づき、

家庭や事業 動からの排出削減に向け、高 熱 宅の普及や「温室  ガス削減アクションプロ

グラ *」等を推進してきたほか、公共施設の脱炭素化にも取り組 できました。令和 6年（2024

年）3月には計画を改定し、温室  ガスの削減目標を引き上げ、市民・事業者への支援を拡充

するとともに、「脱炭素先行地域*」において脱炭素モデルの創出に向けた取り組みも開始してい

ると ろです。 うした取り組みにより、市域の温室  ガス排出量は着実に減少していますが、

2030年度の温室  ガス削減目標の着実な達成やその先の 2050年カーボンニュートラルに向け

ては、あらゆる部門において、取り組みを一層加速する必要があります。 

 のため、エネルギー 率の高いコンパクトなまちづくり等に引き続き取り組む とはもと

より、建築物の屋根等を 用した太陽光発電の導入や 宅の 熱化を推し進めるなど、災害にも

 い脱炭素型のエネルギーシス  の構築に向けた取り組みを一層推進していく とが重要で

す。また、中小企業の脱炭素支援を 化するとともに、市民等を広く巻き込みながら、環境にや

さしい  への  や脱炭素型のラ フスタ ルの普及に取り組む必要があります。 

一方、 年の気候変動*による影響の深刻化を踏まえ、温室  ガスの排出抑制を図る「緩和

策*」に加え、気候変動による影響にあらかじめ え、リスクの低減を図る「適応策*」をあわ 

て進めていく とが求められており、国は、平成 30年（2018年）12月に「気候変動適応法」を

施行しています。防災環境都市*を目指す本市として、「杜の都」の豊かな環境を かしながら 

全 心なまちづくりを進める上でも、地球温暖化を一因とする気候変動により引き起 される

自然災害や健康への影響を軽減するなど、気候変動影響への適応策にも引き続き取り組 でい

く とが求められます。 
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（3）   系 

  

 脱炭素型のエネルギーシス  の構築を進める

 脱炭素型のラ フスタ ル・ビジネススタ ルを定着さ る

 気候変動によるリスクに える

     づ  

ア 機能集約型の都市づくりを進める

 自然の きを かしたまちづくりを進める

 脱炭素型のまちの構造をつくる

ア エネルギーの地産地消を進める

 脱炭素型の建築物等の普及を進める

 環境にやさしい  への  を進める

ア エネルギー 率の高い  体系の構築と  用を進める

 環境にやさしい    の 用を す

ア 行動の を広げる

ア 適応策を推進する
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（4）  の   

①    型の  の構造     

市街地の拡大を抑制し、都心や拠点、鉄道駅を中心に、それぞれの地域 性に応じた都市機能

を集約する とにより、コンパクトでエネルギー 率の高いまちづくりを進めます。また、「杜

の都」の豊かな自然環境を保全し、その機能を十分に かしながら、脱炭素社会*の実現を目指

した都市構造を形成していきます。 

 

  機 集約型の  づ    め  

1 仙台駅を中心とした都心では、高次な都市機能の集積による賑わいと 流、継続的な経

済 力を生み出し続ける躍動する都心を目指し、都心部の再構築を進めます。 

2 都市圏の 動を支える広域拠点（泉中央地区及び長町地区）では、都心との機能分担や

連携を踏まえながら、生 拠点にふさわしい魅力的で個性ある都市機能の 化・充実を

図ります。 

3 東西と南北の地下鉄沿線を十文字型の都市軸と位置づけ、駅を中心とした 地の高度 

用や都市機能の更新・集積を図ります。 

4 市街地における JR等の鉄道沿線では、   便性を かし、駅を中心に居 機能や暮

らしに必要な都市機能を誘導します。 

5 郊外居 区域においては、様々な世代やラ フスタ ル、地域の実情などに応じて、生

 の質を維持するために必要な都市機能の確保を図ります。 

6 都市の骨格を成す都市計画道路の整 を進めるとともに、渋滞対策等により、道路  

の円滑化を図ります。 

 

イ   の働き       づ    め  

1 環境保全や 地 用規制等に関する関係法令を適正に運用し、二酸化炭素*の吸収源と

なる  の保全に努めます。 

2 市有 の適切な整 や私有 に対する経営管理支援を行うとともに、市民団体等による

保全 動や木材 用を 進する とにより、  の保全や更新に努め、二酸化炭素吸収

機能の維持向上を図ります。 

3 東部田園地域の保全による市街地への海風の流入確保や、都心を流れる広  の保全、

緑化の推進等により、ヒートア ランド現象*の緩和を図るなど、自然の きを かし

たまちづくりを進めます。 
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②    型の      ステムの構築  め  

再生可能エネルギーの普及を図るなど、エネルギーの地産地消を進めます。また、エネルギー

性能の高い建築物等の普及を図り、災害にも い脱炭素型のエネルギーシス  の構築を進め

ます。 

 

       の地産地消  め  

1 太陽光や  オマス*などの再生可能エネルギーについて、関係法令等に基づき、導入

から運用、廃棄・リユース・リサ クルに至るまで、適切な管理と環境配慮がなされる

よう対応を しながら、普及を図ります。 

2 自家消費型の太陽光発電や蓄電池等の導入 進に向けた取り組みを推進します。 

3 再生可能エネルギーやエネルギー性能が高い設 ・技術等について、PPA方式等も 用

しながら公共施設へ積極的に導入するとともに、民間施設への普及を図ります。 

4 事業者と連携し、地域材を 用した木質  オマスのエネルギー 用を推進します。 

5 食品廃棄物や剪定枝などの廃棄物系  オマスについて、エネルギー 用を 進しま

す。また、廃棄物処理に伴う温室  ガス*排出を削減するため、ごみの減量や資源の

有  用に向けた取り組みを進めます。 

6 ごみ焼却により発生する熱を 用した発電や、温 プール等への熱供給等について、 

 工場の改修等にあわ 、さらなる高 率化を図ります。また、発電した電力を有  

用するため、市有施設における積極的な 用等について検討します。 

7 下 処理において発生する下 汚泥を有  用し、  オガス*による発電を進めます。

また、下 汚泥の資源 用を拡大するとともに、下 道事業における脱炭素化の取り組

みを進めます。 

8 地域の再生可能エネルギーやコージェネレーション（熱電併給）シス  *など、防災

性の高い分散型エネルギー*の導入を 進します。 

9 エネルギーの変 ロスがない、太陽熱や地中熱などの熱 用設 の導入を 進します。 

10  素エネルギーなどの次世代エネルギーの  用に向けた取り組みについて検討しま

す。 

11 重油等を燃料とする設 から、熱量当たりの二酸化炭素*や大気汚染物質の排出の少な

い天然ガスを主原料とする都市ガスへの積極的な  を 進します。 

12 エネルギーの 率的な 用や防災力の向上を図るため、公共施設に設置した太陽光発

電と蓄電池を組み わ たシス  を 用し、消費電力のピークカット*や停電時の電

力供給の取り組みを推進します。 

13 脱炭素化モデルを創出し、市域全体への普及拡大を図るため、対象のエリアにおいて再

生可能エネルギーや省エネルギー技術を集中的に導入する「脱炭素先行地域*」の取り

組みを推進します。 
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イ    型の建築物等の普及  め  

1 新築建築物への太陽光発電設置や高 熱化を 進する新たな制度を導入します。 

2 建築物の新築や建替等の機会を捉え、ZEB（Net Zero Energy Building）*などの 熱・

気密性やエネルギー 率の高い建築物の整 を 進します。また、複数の建築物でエネ

ルギーを 率的に 用するなど、面的なエネルギー 用を 進します。 

3 環境アセスメント*制度や、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法 （建築物

省エネ法）に基づき、建築物のエネルギー性能の向上を図ります。 

4 事業 動からの温室  ガス*排出削減を推進する「温室  ガス削減アクションプロ

グラ *」等により、事業者の再生可能エネルギーや省エネルギー機器の導入、建物の

 熱性能向上を 進します。 

5 公共施設について、新築・改築時や大規模改修時の ZEB化に取り組みます。また、太陽

光発電や地中熱等の再生可能エネルギー、最新の省エネルギー・高 率設 等の導入に

努めるとともに、建物の 熱性能の向上に向けた取り組みを推進します。 

6 本市独自の 熱基準により、 宅の 熱・気密化を 進するとともに、再生可能エネル

ギーや省エネルギー機器等の導入を 進するなど、ZEH（Net Zero Energy House）*を

はじめとした快適でエネルギー性能の高い 宅の普及を推進します。 

7 地球温暖化への影響が大きいフロン類*や一酸化二窒素（病院における麻酔剤など）等

について、適正な管理・回収が行われるよう周知啓発を図ります。 

8 家電製品等について、より省エネルギーな製品への買い替えを 進します。また、暖房・

給湯設 等について、温室  ガスの排出量が多い灯油から、電気・ガスへの  を 

進します。 
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③   にや  い交通 の転換  め  

環境負荷が小さく、快適で 全に 用できる公共  を中心とした  体系の構築とその 

 用を進めます。また、健康増進にもつながる徒歩や自  など、環境にやさしい    の 

用 進に取り組みます。 

 

       効率の高い交通 系の構築 利    め  

1 鉄道に スが結節する  体系の構築に継続して取り組むとともに、乗り継ぎ駅の 便

性の向上を図るなど、鉄道を基軸とする  ネットワークの充実を図ります。 

2 都心への主な移動  が、都心直行型の スとなっている地域を運行する ス路線のう

ち、運行頻度や 用者数が多い区間を「 ス幹線区間」として設定し、定時性や速達性

を確保するなど、都心へのアクセス性の向上を図ります。 

3 市民、  事業者、行政の適切な役割分担のもと、日常生 を支える地域  の導入・

維持に取り組みます。 

4 駅や ス 両等の リアフリー化など、 用者の 便性の向上を図る とにより、公共

  の 用を 進します。 

5 市民、  事業者等との  により、公共  の 便性の高さや環境負荷の小ささなど

の周知を行い、自動 から公共  への  を 進する「   いスマート（モビリ 

 ・マネジメント）」を推進します。 

 

イ   にや  い交通手段の利     

1 公共  の 用 進や、来訪者の増加による賑わいの創出を目指し、モビリ  とまち

のアク  ビ  を一つのサービスとして提供する MaaS（Mobility as a Service ）*

を推進します。 

2 自   行空間の整 や駐 場の確保等を進めるとともに、ルール・マナーの周知を図

りながら、自  に乗る楽しさを発信し、自   用を推進します。また、コミュニ 

 サ クル*について、 用 進を図ります。 

3 都心部において、居心地が良く歩きたくなる歩行者空間を創出し、徒歩での移動を 進

するため、市民団体等と連携しながら、道路空間の柔軟な  用に取り組むとともに、

道路空間の再構成について検討します。 

4 電気自動 等の次世代自動 *の普及を進めるとともに、環境にやさしいエコドラ ブ

を推進します。 

5 市が保有する公用 について、率先して電動 *等の導入を進めます。また、環境にや

さしい ス 両の導入を進めます。 

6 自動 の使用頻度の減少につながる、カーシェア・レンタカーの 用 進を図ります。 
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④    型のライフスタイ ・ビ  ススタイ   着 せ  

日常生 や事業 動の中で、温室  ガス*排出削減につながる行動を誘導・ 進する仕組み

を整えます。また、気づきや学びの機会を提供し、市民や事業者の環境配慮行動の を広げます。 

 

    の輪  げ  

1 省エネなどの取り組みの「見える化」や、 ンセン  ブを設けるなど、日常生 や事

業 動における温室  ガス排出削減につながる行動を 進します。 

2 省エネ・創エネ・畜エネの 3E*の普及啓発を図る「   い E-Action」の取り組みを推

進し、脱炭素につながる将来の豊かな暮らしを創る国民運動「デコ *」に貢献します。 

3 「   い E-Action実行委員会」による 3Eの普及啓発キャンペーンや ベントの実施

など、市民団体や事業者など多様な主体と  して、市民の脱炭素行動の 進を図りま

す。 

4 廃棄物処理に伴う温室  ガス排出削減に向けて、プラスチックごみや食品ロス*の削

減など、資源を有 かつ大切に使う行動の定着を図ります。 

5 事業者との連携による「温室  ガス削減アクションプログラ *」の推進や、環境マ

ネジメントシス  *の導入 進等により、事業 動における温室  ガス排出削減と

エネルギーコストの削減を進めます。 

6 地元企業や大学等と連携し、次世代エネルギーの研究開発を 進するなど、脱炭素ビジ

ネスの推進を図ります。 

7 高 熱 宅の普及 進に向け、建築関係団体等との連携により、地元工務店等の作り 

の育成を図ります。 

8 行政による支援や金融機関への きかけ等により、事業者による環境投資の 進を図り

ます。 

9 企業等の地球温暖化対策を す RE100*や CDP*等の国際的な取り組みについて、普及を

図ります。 

10 市民団体や事業者、大学等と連携し、環境教育・学習の推進や周知啓発を 化するなど、

行動や実践につながる気づきや学びの機会の充実を図ります。 

11 市民や事業者などの先進的な取り組みや優れた取り組みについて、評価・認定するとと

もに、情報発信を行うなど、意識の向上や行動の 進を図ります。 

12 中小企業の脱炭素化を 進するため、再生可能エネルギー・省エネルギー設 の新設・

増設や次世代自動 *の導入、建物の 熱改修に対して支援を行います。また、関係団

体と連携し、脱炭素に取り組むメリットや必要性を分かりやすく学べるセミナーを行う

など、中小企業の脱炭素経営を後押しします。 
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⑤ 気候変 によ  ス に備   

激甚化する自然災害をはじめ、農作物の収量や品質の低下、熱中症による健康被害など、気候

変動*の影響を把握し、リスクに える適応策*に取り組みます。 

 

   応       

1 現在及び将来予測を含めた気候変動に関する最新情報の収集を行うとともに、関係機関

との情報共有や連携を図ります。また、気候変動による影響への適応の重要性や 体的

な取り組みについて、必要な情報発信や周知啓発を行います。 

2 気候変動が農作物や自然環境に及ぼす影響を把握し、回避・低減するための対策等につ

いて周知啓発に努めます。 

3 激甚化する自然災害に えるため仙台市国  靱化地域計画による取り組みを推進す

るとともに、ハザードマップ*による災害リスクや最新の防災情報の周知啓発により、

被害の軽減を図ります。 

4 暑熱による健康被害の防止を図るため、熱中症の適切な予防方法や対処方法について注

意喚起を行うとともに、打ち の実施や緑のカー ン*の普及等を進めます。 

5 グリーン ンフラ*の 用を進め、市街地における雨 流出抑制対策やヒートア ラン

ド現象*の緩和等を図るとともに、  や農地の保全などの生態系を 用した防災・減

災（Eco-DRR*）の取り組みを推進します。 
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2       づ   

（1） 標 

目指す都市の姿 

豊      や 物多様性* 大切に   その      に        

 

定量目標 

 ど の総量（緑被率） 

みどりの総量（緑被率*）について、現在の 準を維持・向上さ ます 

猛禽類の 息   

生態系の頂点に位置し、良好な里地里山環境の指標となる猛禽類*（オオタカ・サシ

 ）の生息環境を維持・向上さ ます 

    サイ の数 

 認定された自然共生サ ト*の数を 15か所以上とします 

身近  きものの認識度 

身 な生きもの（9種）について、全ての種における市民の認識度※を現在よりも向

上さ ます 

※ ツ メやカッコウ等について、過去 1年間に見た・鳴き声を聞いたと回答する人の割  

 

（2） 状 課題 

地球上のすべての生きものは互いにつながり、関わりあいながら生きています。きれいな空気

や 、食料などは多くの生きものによってもたらされており、私たちの暮らしは「生物多様性」

からの恵みによって支えられています。しかしながら、 年、地球温暖化や開発による影響等に

より、地球全体で約 100万種の生物が絶滅の危機にあり、人間の生 に深刻な影響が出ている 

とが報告されるなど、生物多様性の保全が世界的な課題となっています。 のような背景のもと、

令和 4年（2022年）12月の生物多様性条約第 15回締約国会議において、「昆明・モントリオー

ル生物多様性枠組*」が採択された とを踏まえ、国においては令和 5年（2023年）3月に「生

物多様性国家戦略」が改定され、ネ チャーポジ  ブ*実現に向けた取り組みが進められてい

ます。 

本市は、市域の約 8割がみどりに覆われ、山から海までの広がりの中に、豊かな  や里地里

山、市街地のみどり、河 や海浜など、多様な自然環境がつながりをもって分布しています。 

うした「杜の都」の豊かな自然環境は、本市の重要な都市個性であり、豊かな暮らしを支える生

物多様性とともに、将来へと確実に保全・継承していく とが求められます。 
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 に市街地に 接して広がる里地里山は、生きものの重要な生育・生息環境であると同時に、

食料の供給や二酸化炭素*の吸収、 砂災害の防止など多様な機能を有しており、今後も適切に

維持管理を行うとともに、積極的な 用が求められます。また、 ノシシ等の野生動物による農

作物被害対策の実施など、野生動物との適切な関係づくりが求められます。 

豊かな自然環境や生物多様性*の保全に向けては、市民や事業者等の多様な主体が連携して自

然環境の維持・回復・創出に取り組むとともに、本市の自然や生きものの魅力を発信し、ふれあ

いの機会の充実を図るなど、自然や生きものへの理解や関心を深めていく とが必要です。 

加えて 年は、市街地の雨 管理やヒートア ランド現象*の緩和、レクリエーション機会の

創出など、みどりが持つ多様な機能を、グリーン ンフラ*としてまちづくりに かす動きが広

がっています。本市においても、 うした考え方を取り入れながら、市域の実情を踏まえ、再造

 や草地の再生など一層の緑化を推進するとともに、本市の充実した公園や街路樹等のみどり

の空間を有  用するなど、自然と都市が調和したまちづくりを進め、杜の都のブランドを 化

していく とが必要です。 
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（出典）都市公園データベース（国土交通省） 

を基に作成 

市民 1人当たり都市公園面積 
（令和２年度（2020年度）、上位 10都市） 

（出典）令和６年度生きもの認識度調査（環境局） 
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（3）   系 
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（4）  の   

① 豊       多様  きもの 守  

本市の重要な都市個性である豊かな自然環境と多様な生きものについて、継続的な現況把握

に努めるとともに、市民等と連携しながら保全を図り、将来の世代へと確実に継承していきます。 

  豊       保    

1 生きものの重要な生育・生息環境であると同時に、二酸化炭素*吸収や 源涵養*、 砂

災害防止など多様な機能を有する  や農地、河 、海浜等について、保全地区の指定

や 地 用の規制等により、その保全を図ります。 

2 環境アセスメント*制度をはじめ、関係法令を適正に運用し、開発事業における環境負

荷の回避・低減や代償措置を します。また、在来種による緑化や緑のネットワーク*

の形成など、自然環境に配慮した事業計画の検討を し、生きものの良好な生育・生息

環境や、その連続性の確保を図ります。 

3 河 法や広  の 流を守る条例などの関係法令に基づき、国や県等と連携しながら、

周辺環境との調和や生態系に配慮した づくりに取り組みます。 

4 非か がい期における 路への  により、生きものの生育・生息環境の確保や、親 

空間の創出に努めます。 

イ  物多様性の維 ・回復・創出に け       め  

1 東北大学「ネ チャーポジ  ブ発展社会実現拠点」と連携しながら、多様な主体との

  により、自然を回復軌道に乗 るネ チャーポジ  ブ*の取り組みを推進します。 

2   や農地、河 、干潟、海浜、緑地などにおいて、市民団体や地域 民・事業者等に

よる 動と連携するとともに、地域における生物の多様性の増進のための 動の 進等

に関する法 に基づく実施計画の認定取得を支援する とで、自然環境の維持・回復・

創出の取り組みを進めます。 

3 市民、市民団体、研究機関等と連携し、本市における 徴的な種や生態系、絶滅が危惧

される種の保全を図ります。 

4 津波により自然環境が大きく変化した東部地域について、市民  により、みどりの再

生を目指す「ふるさとの杜再生プロジェクト」の推進を図ります。 

5 本市の自然環境や生物多様性*に関する基礎的な調査を定期的に実施し、その結 を 

 的に発信するとともに、動植物の生育・生息地として重要な地域や自然植生度の高い

地域を保全するための配慮や取り組みを推進します。 

6 生態系や人の生 等に及ぼす影響の大きい外来種*について、侵入や拡大を防ぐよう周

知啓発に努めるとともに、必要に応じて国等と連携しながら防除対策に取り組みます。 

7 生物多様性に配慮した原材料等を使用している商品やサービスの普及拡大に努めます。 

か よう 
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②   豊  里地里山  性化 せ  

様々な恵みをもたらす里地里山や東部に広がる農地、海辺の環境について、適切に保全・維持

管理を行うとともに、積極的な 用により、 性化を図ります。また、農作物等への被害対策も

含めた野生動物との適切な関係づくりを進めます。 

 

     の 切 働き け      

1   経営計画に基づき市有 の適切な整 を進めます。また、  環境譲与税*を 用

しながら、  経営管理制度*等を じて私有 の経営管理を支援するなど、  の適

切な整 を進めます。 

2 農業の振興を図る とにより、食料供給を担うとともに、生物多様性*の保全や洪 防

止など、重要な役割を たす農地の  用を推進します。 

3 農業用 路やため池等について、生物多様性の保全や洪 の防止に配慮しながら、保全

や整 、維持管理に努めます。 

4 農薬や化学肥料の使用低減など、生物多様性や周辺環境に配慮した環境にやさしい農業

を推進します。 

5 農地の多面的機能を維持・発揮するための地域 動を支援する とにより、新たな耕作

放棄地の発生抑制を図ります。 

6 市民団体等による里地里山の保全 動を推進します。 

 

イ 地域の       産業や文化 振興   

1 持続可能な 業の振興を図るため、事業者等との連携により、建築物等への木材 用や

木質  オマス*燃料等ヘの 用など、  資源の 用を 進します。 

2 農産物の収益性の向上や地産地消の取り組み、消費者と生産者の 流の場の創出など、

地域に根差した農食ビジネスを推進します。 

3 地元企業等と連携し、地元産の農作物や木材を 用した商品等の普及拡大に努めます。 

4 地域の自然や風 に根差した景観の保全、文化・伝統工芸等の振興に努めるとともに、

その魅力を発信します。 

5 自然環境や海岸公園、レクリエーション施設などの海辺の資源を かし、東部沿岸地域

の魅力づくりに努めます。 
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ウ    物 の 切 関係 保  

1 野生動物との適切な関係を保つため、野生動物の餌となる 樹や野菜、生ごみなどの適

切な管理、 易な餌やりを行わないなどの周知啓発を行います。 

2 生 被害や農作物被害をもたらす ノシシやニホンザルなどについて、市鳥獣被害対策

実施隊や地域 民等と連携し、捕獲や防除対策を実施するとともに、野生動物が本来の

生息地で生息できる環境づくりに努めます。 

3 ツキノワグマによる被害を未然に防止するため、クマの出没情報が寄 られた際には迅

速に注意喚起を行うとともに、市民向け啓発講座等を じ、クマに出遭わないための周

知啓発を行います。 
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③     イ フラ   づ  に    

都市の生物多様性*の保全やヒートア ランド現象*の緩和、 害リスクの低減、市民の憩いの

場の創出など、多様な機能を持つみどりを、グリーン ンフラ*としてまちづくりに かします。 

 

    の ど  守       

1 都市緑地法や杜の都の環境をつくる条例などの関係法令に基づき、市街地における貴重

な緑地を保全します。 

2 市街地のみどりについて、 地所有者等による維持管理を 進するとともに、市民団体

等と  した維持管理を推進します。 

3 公園や街路樹について、各マネジメント方針に基づき、市民団体や地域 民、事業者等

と連携しながら、長期的かつ計画的な維持管理に努めます。また、民間 力等を取り入

れながら、周辺環境や 用者ニーズに応じた 色ある公園づくりを進めます。 

4 公園や街路樹等のみどりの空間を 用した賑わいづくりを推進し、まちなかのみどりの

魅力や価値を発信します。 

 

イ   の ど  増や  

1 都市の生物多様性の保全やヒートア ランド現象の緩和、市民の憩いの場の創出など、

みどりの持つ様々な機能に着目しながら、公園や街路樹、公共施設等における  的な

緑化を推進します。 

2 緑化計画制度*の運用等により、緑の量や質を確保しながら建築物等における緑化を推

進します。 

3 緑化費用の助成等を じ、オフ スビルや事業所等における屋上や壁面の緑化、 宅の

生け垣、地域における花壇づくりなど、市民・事業者等と連携した緑化を推進します。 

4 動物の移動経路となる緑のネットワーク*の確保や、地域の生態系の連続性を意識しな

がら、市街地における緑地の確保や河 の整 等を進めます。 

5 雨 の地下浸透を し、市街地における 害リスクの低減を図るため、地表面の緑化や

雨庭*の整 等を 進します。 

 

  

あめにわ 
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④   や きもの の愛着 はぐ む 

本市の豊かな自然や生きものについて、その魅力や価値を発信するとともに、ふれあいの機会

の充実を図る とにより、自然や生きものへの 着をはぐくみ、将来へと保全・継承するための

機運の醸成を図ります。 

 

    や きものの魅力に気づ き  けづ    め  

1 市民や市民団体、事業者等の様々な主体と連携しながら、本市の生物多様性*の魅力を

発信する取り組みを進めます。 

2 幼稚園や保育所のほか、学校や科学館等の教育機関と連携しながら、環境教育・学習や

自然体験を推進し、 どもが自然や生きものに興味を持つきっかけづくりを推進しま

す。 

3 自然や生きものへの興味・関心を広げるため、食や音楽、アートなどの他分野と連携し

た取り組みを進めます。 

 

イ   や きもの のふ  いの機会の充  図  

1 市民団体や地域 民等と連携しながら、里地里山や河 、身 な公園等での自然や生き

ものとのふれあいの機会を創出します。 

2 青葉山や泉ケ岳などの自然に多くの人がふれあう とができるよう、環境整 を進める

とともに、その魅力を発信します。 

3 自然や生きものとのふれあいを 進するため、動物園や植物園、キャンプ場などの自然

体験施設の 用を推進します。 

4 広  をはじめとした河 等の 辺空間について、市民 動等と連携しながら、レクリ

エーションや自然観察の場、遊びの場として 用するなど、 辺とのふれあいの機会の

充実を図ります。 

5 多様な生きものが生育・生息する東部沿岸地域において、海岸公園やレクリエーション

施設などの海辺の資源を かし、自然や生きものについて学ぶ機会の創出を図ります。 

6 市民が身 に自然や生きものとふれあう とができるよう、生物多様性に配慮した公園

や緑地、河 等の整 を進めます。 

7 市民団体や地域 民、事業者等と連携しながら、地域の自然を 用し、五感で感じなが

ら学べる体験型エコツアー*を推進します。 

8 体験型農園など、市民が農業にふれる機会を充実さ る とにより、農作業を じた自

然への関心や理解の向上を図ります。 
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3       づ   

（1） 標 

目指す都市の姿 

限     の大切  認識      無駄      に利        

 

定量目標 

ご 総量（  ご * 事業ご *の合計） 

令和 12年度（2030年度）におけるごみ総量を 33万トン以下（令和元年度（2019年

度）比で 12％以上削減）にします 

ご の最終処 *量 

令和 12 年度（2030 年度）におけるごみの最終処分量を 4.0 万トン以下（令和元年

度（2019年度）比で 23％以上削減）にします 

1 1日当  の家庭ご *排出量 

令和 12年度（2030年度）における 1人 1日当たりの家庭ごみ排出量を 400グラ 

以下（令和元年度（2019年度）比で 14％以上削減）にします 

家庭ご に占め   物の割合 

令和 12年度（2030年度）における家庭ごみに占める資源物の割 を 30％以下（令

和元年度（2019年度）比で 12.5ポ ント以上引下げ）にします 

 

（2） 状 課題 

本市では、 れまで令和 3年（2021年）3月に策定した「仙台市一般廃棄物処理基本計画」に

基づき、市民や事業者等との連携により、ごみ減量・リサ クルの取り組みを進めてきました。

コロナ禍や物価高騰等の影響も一定程度あるものの、ウェブサイト・アプリ・SNS 等の活用に

よるごみの減量・分別・リサイクルに関する各種広報や、令和 5 年度（2023 年度）に全市展開

した製品プラスチック一括回収によるリサイクルの推進等の取り組みが効果的に機能したこと

で、ごみ排出量は順調に減少するとともに、プラスチック等の資源循環も着実に進捗している状

況です。 

一方、家庭ごみや事業ごみには、紙類などのリサ クルが可能な資源物の混入が依然として見

られます。世代、国籍、障害の有無などにかかわらず、仙台に暮らす様々な立場の方に伝わりや

すいよう 法を工夫しながら、再資源化の取り組みや分別排出の周知徹底に継続して取り組む

 とが必要です。 

国が令和 6年（2024年）8月に策定した「第五次循環型社会形成推進基本計画」においては、

持続可能な形で資源を効率的・循環的に有効利用する「循環経済（サーキュラーエコノミー）*」

への移行が国家戦略として位置付けられ、循環型社会*の形成に向けた循環経済への移行による

持続可能な地域と社会づくりや、ラ フサ クル*全体での徹底的な資源循環等が重点分野に掲
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げられています。また、世界的な課題である廃プラスチックの有  用や食品ロス*の削減に向

けて、令和 4年（2022年）に「プラスチック資源循環促進法」が施行され、令和 7年（2025年）

3 月には「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針（第２次）」が策定されるなど、その取

り組みが加速しています。 

 うした状況を踏まえ、本市においても、持続可能な資源循環都市の実現に向け、市民や事業

者との  のもと、資源を大切に使う行動の定着や、3R*の推進など、資源の循環的な利活用の

取り組みを一層推進するとともに、廃プラスチックの有  用や食品ロスの削減など、喫緊の課

題に率先して対応していく とが求められます。また、ごみ減量・リサ クルの取り組みを推進

する とにより、廃棄物処理に伴う温室  ガス*排出量を削減するなど、脱炭素都市づくりに

も貢献する とが重要です。 

さらに、今後のごみの量や質の変化を捉えるとともに、災害時や感染症の蔓延時における対応

策の検討を進めるなど、将来にわたり 全 心で 定的なごみ処理体制を確保していく とが

求められます。 
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（3）   系 
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（4）  の   

①    大切に使う    着 せ  

3R*のうち、「リデュース」（できる けごみを出さない）と「リユース」（ものを繰り返して使

う）を重視した、資源を有 かつ大切に使うラ フスタ ル・ビジネススタ ルの定着を図りま

す。 

 

  ご の減量に け   の 着 図  

1 市民団体や事業者、学校など多様な主体と連携し、ものを大切に使う、繰り返し使える

マ  ッグやマ ボトル等を 用する、ごみの分別を徹底するなど、 体的な行動につ

ながる分かりやすい広報・啓発や環境教育・学習を推進します。 

2 市民団体や事業者等との  により、プラスチック資源の 平リサ クル*を推進する

など、プラスチックと上 につき うラ フスタ ルの普及啓発を推進します。 

3 食品ロス*の削減に向けて、地球温暖化対策や食育等の視点も取り入れながら、市民等

への  的な周知啓発や事業者への きかけを行います。 に、宴会や外食時における

食べ残し削減の 進を 化します。また、未使用食品を有  用するフードドラ ブ*

などの取り組みを推進します。 

4 事業者に対し、廃棄物の発生が少ない、再生可能な材料を使うなど環境に配慮した製品

やサービスの提供を します。また、消費者がそうした製品やサービスを選択するよう

周知啓発を行う とで、循環経済（サーキュラーエコノミー）*への移行を推進します。 

5 プラスチックごみや食品ロスの削減をはじめ、ごみ減量・リサ クル推進等に積極的に

取り組む事業者を評価・認定するとともに、情報発信を行うなど、意識の向上や行動へ

の誘導を図ります。 
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②   の有効利   め  

ごみの分別排出を徹底し、資源化が可能なものについてリサ クルを推進するなど、資源を有

  用する取り組みを進めます。 

 

   サイ  の   拡大 図  

1 資源化が可能なごみについて、分別を 進するとともに、粗大プラスチックをはじめ

とする新たな再資源化の 法を検討するなど、さらなるリサ クルの推進・拡大に取

り組みます。 

2 家庭ごみ*や事業ごみ*への混入が多い、雑がみ*などの紙類の分別について、市民や事

業者等と連携し周知啓発を推進します。 

3 製品プラスチックを含む、プラスチック資源を分別収集しマ リアルリサ クル*を

推進するとともに、資源循環の「見える化」など、プラスチックのさらなる分別・リ

サ クルに向けた取り組みを進めます。 

4 市民団体等と連携した地域ぐるみでの生ごみ堆肥化の取り組みや、周知啓発等によ

り、家庭や事業所での生ごみ減量・リサ クルを 進します。 

5 食品廃棄物や剪定枝、落ち葉、下 汚泥等の廃棄物系  オマス*について、エネルギ

ーとしての 用や堆肥化等による資源の有  用を 進します。 

6 缶・び ・ペットボトルをはじめ、小型家電や庭木の剪定枝、廃食油などのリサ ク

ルを推進するため、分別排出の周知啓発や分別を 進するための環境づくりに努めま

す。 

7 家庭ごみ等有料化の  について評価・検証を行い、家庭ごみ等の 数料は維持する

 とが妥当と評価した一方、処理原価*を根拠とする 数料(事業ごみ処理 数料など)

については、見直しについて検討を進めます。 

8 町内会や子ども会など地域の 動と連携・ 力し、資源物の回収を進めます。 
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③ 廃棄物の 正 処理 制 確保   

ごみの分別と適正な排出につながるよう、排出ルールの徹底を図ります。また、環境負荷が小

さく、災害等にも対応したごみ処理体制の構築を図るなど、将来にわたり 全 心で 定的な処

理体制の確保を図ります。 

  廃棄物の排出   の徹底 図  

1 ごみ排出ルールや分別の徹底について、市政 よりや SNS等の様々なツールを 用して

周知啓発に努めます。 に、発火の危険性のあるリチウ  オン電池等の分別排出の周

知を 化します。また、本市での居 年数が短い市民や若年層、増加する外国人など、

ターゲットを絞った  的な啓発を行います。 

2 クリーン仙台推進員*や町内会の方々など地域と  しながら、ごみ集積所等の状況を

把握し、啓発を行います。また、集積所の設置・維持・管理に関する新たな支援制度を

創設するとともに、優れた集積所の認定・公表のあり方を検討する とにより、地域の

取り組みを 進します。 

3 ごみの散乱のない快適なまちづくりを進めるため、市民や事業者等との  により、海

洋ごみ削減にもつながるまちの美化 動を推進するなど、ごみをポ 捨てしない人づく

りに取り組みます。 

4 多量排出事業者等の計画書提出や、  工場に搬入される事業ごみ*の展開検査に基づく

排出事業者への訪問指導等により、事業ごみの適正排出と資源物の分別を 進します。 

5 廃棄物処理業者の指導・監督を行うとともに、法令に基づく優良認定業者について公表

する等により、適正な処理を確保します。 

6 地域と連携し、不適正排出*・不法投棄*への対策を実施するとともに、パトロールや監

視カメラの設置等により、不法投棄の未然防止と早期発見を図ります。 

イ 将来にわ  安 安心で安   ご 処理 制の確保 図  

1 ごみ処理施設について、ごみの量の見込みや質の変化の予測を踏まえた上で、災害時等

への対応や環境負荷の低減、経済性等を総 的に勘案し、改良や更新等を検討・実施す

る とにより、適正な処理体制を確保します。また、施設の整 等の際には廃棄物由来

のエネルギーのさらなる有  用や、防災拠点としての機能確保等により、ごみ処理施

設の価値向上を図ります。 

2 環境にやさしい収集運搬 両の導入、  オプラスチック*袋の導入検討など、環境負荷

の小さいごみ処理体制の構築を進めます。 

3 市民団体や地域 民等と連携し、高齢者等のごみ出し困難者を支援するなど、少子高齢

化等に伴う社会課題に対応した市民サービスの向上を図ります。 

4 大規模災害時にも対応できるよう、仙台市災害廃棄物処理計画に基づき、関係機関等と

連携し、災害廃棄物を迅速かつ適正に処理できる体制を確保します。 

5 感染症の蔓延時のような他自 体等からの支援を受ける とが困難な状況下において

も、 定したごみ収集や施設の稼 など、適切なごみ処理を継続できる体制の構築を進

めます。 
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4       づ   

（1） 標 

目指す都市の姿 

健康で安 安心      暮ら  営     もに 地域        その

魅力  感でき    

 

定量目標 

  基準*の達成状況 

大気、 、 壌及び騒音に関する環境基準（二酸化窒素*についてはゾーン下限値）

を達成します 

  に関  満足度 

市民の「環境に関する満足度」（8 項目）について、全ての項目における満足度※を

現在よりも向上さ ます 

※ 「空気のきれいさ」や「まちの静けさ」等について「満足している」または「やや満足している」 

と回答する人の割  

 

（2） 状 課題 

本市では、市民の健康で快適な生 環境の保全を図るため、大気汚染や騒音・振動、 質汚濁

等の発生源に対し、関係法令に基づく規制指導等により、環境負荷の低減を図るなど環境保全対

策を推進するとともに、魅力ある景観の保全・形成や、市民等と連携したまち美化 動等に取り

組 できました。 

 うした取り組みにより、本市の二酸化窒素や PM2.5*などの大気汚染物質濃度、河 におけ

る 質汚濁の代表的な指標である BOD（生物化学的酸素要求量）*は、概ね良好な状況で推移し

ています。また、市民アンケートの結 では、「空気のきれいさ」や「まちの静けさ」、「まちの

景観の美しさ」など、環境に関する市民の満足度は、概ね良好な評価となっています。 

今後も、市民の健康で快適な暮らしを支える良好な環境を保全するため、引き続き、関係法令

を的確に運用するなど、環境保全対策を推進していく必要があります。 

また、ESG 投資*の拡大など、環境への取り組みが企業の付加価値につながる動きを捉え、環

境アセスメント*制度等を じて、さらなる環境負荷の低減や環境の創造に向けた事業者の自主

的な取り組みを すとともに、地域 民等との環境コミュニケーション*を 進する とが重要

です。 

地域においては、市民と  して良好な環境の保全に努めるとともに、自然や歴史・文化など

の地域の環境資源を かしながら、市民や来訪者等が憩い、五感で楽しめる空間の創出を図るな

ど、魅力的なまちづくりを推進し、環境の価値を高めていく必要があります。 

 



40 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                      

満 している

やや満 している

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 気のき いさ
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（出典）2024年度環境に関する市民意識調査 調査結果報告書（環境局） 

市民の環境に関する満 度（令和６年度（2024年度）） 

二酸化窒素濃度の年平均値の推移 各河川における BODの推移 

本市における環境アセスメント実施状況 

※令和 7年（2025年）3月 31日現在 

（出典）公害関係資料集（環境局） （出典）公害関係資料集（環境局） 

（出典）仙台市環境局事業概要 

0

0.01

0.02

0.03

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

（ppm）

（年度）

自動車排出ガス測定局

一般環境大気測定局

0

2

4

6

8

10

12

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

BOD75%値

（mg/L）

（年度）

梅田川（福田橋）

七北田川（今市橋）

広瀬川（愛宕橋）

名取川（名取橋）



41 

 

（3）   系 
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（4）  の   

① 健康で        保    

大気、 質、 壌等の汚染物質や騒音・振動など、市民生 に影響を与える様々な環境負荷の

低減を図り、健康で快適な生 環境を保全します。 

 

  大気  等 保    

1 大気汚染や騒音・振動などの発生源に対し、関係法令に基づく規制指導により、公害被

害の未然防止に努めるとともに、大気環境への負荷の低減を図ります。 

2 環境基準*達成状況や大気環境等の実態などを把握するため、環境調査を行います。光

化学オキシ ント*及び PM2.5*については、国等と連携しながら発生源の 定及び発生

源に応じた対策に取り組みます。 

3 次世代自動 *の普及やエコドラ ブの推進、低騒音舗装による自動 騒音の低減など、

自動 による環境負荷低減対策を推進します。 

4 建築物の解体・改築時等におけるアスベスト*飛散防止対策や、アスベストを含む廃棄

物の適正な処理について関係法令に基づく規制指導を行うなど、アスベスト対策を徹底

します。 

 

イ 水   保    

1  質汚濁の発生源に対し、関係法令に基づく規制指導により、公害被害の未然防止に努

めるとともに、 環境への負荷の低減を図ります。 

2 環境基準達成状況や 環境の実態などを把握するため、河 、湖沼、海域、地下 等の

 質や底質に関する環境調査を行います。 

3  流式下 道*から雨天時に排出される汚濁負荷量*を減らし、環境負荷の低減を図りま

す。 

4 汚 施設の適正な使用を 進するために、下 道や浄化槽などの各事業の役割に応じた

汚 施設の整 を行うとともに、事業場排 の監視・指導、下 道への接続指導などに

取り組みます。 

5 健全な 循環の確保を図るため、地表面の緑化や、雨 の地下浸透を進める透 性舗装*等の

等の普及など、雨 流出抑制対策を推進します。 

6 用途に応じた 資源の適切な選択や雨 貯留施設の普及、建築物等における雨  用等

により、 の有  用を進めます。 
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ウ 土壌・地盤   保    

1  壌汚染に対し、関係法令に基づく規制指導により、公害被害の未然防止に努めます。

また、規制指導を適切に行えるよう、地歴情報を収集します。 

2 汚染 壌処理業の許可制度等を適切に運用する とにより、汚染 壌の適正処理を推進

します。 

3 地盤沈下の状況を把握するため、地下 位や地盤収縮量等について調査を行います。 

4 地盤沈下を防止するため、関係法令に基づき地下 揚 の削減や 源の  を指導しま

す。 
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② 開発事業等におけ               

快適で良好な生 環境の確保を図るため、環境アセスメント*制度等を じ、環境の保全及び

創造に向けた事業者の自主的な取り組みを 進します。 

 

  開発事業等におけ   配慮    

1 仙台市環境影響評価条例や、仙台市太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の 

進に関する条例、杜の都の風 を守る 地 用調整条例に基づき、開発事業による環境

への影響をできる限り小さくするなど、事業者の環境配慮の取り組みを すとともに、

地域 民等との環境コミュニケーション*を 進します。 

2 今後の開発事業の動向や事業に伴う周辺環境への影響等を考慮し、必要に応じて環境ア

セスメント制度の見直しを検討します。 

3 本市が実施する公共事業について、構想 階や計画 階などの早期から環境への影響に

ついて配慮・調整する仕組みである「環境調整シス  」を適切に運用し、環境の保全

及び創造に努めます。 

4 日照、 レビ電波、 風等に関して、建築物の建設時等において市民生 への影響を小

さくするよう適切な調整を行います。 

5 PRTR制度（化学物質排出移動量届出制度）*を じて化学物質の排出量等を把握し、適

正な管理を推進します。また、PCB*廃棄物について、事業者への指導等の徹底により、

法で定める期限までに適正に処理が行われるよう取り組みを進めます。 

6 農業者やゴルフ場等に対し、農薬の 全かつ適正な取扱について、周知啓発等を行いま

す。また、家畜排 つ物の適正な管理及び処理について周知啓発を行いつつ、堆肥の 

用 進を図ります。 

7 最新の科学的知見や環境に対するリスクなどの情報を収集し、基準への追加が検討され

ている物質や環境への影響が懸念される物質の調査等を行います。 
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③ 地域の         魅力    づ    め  

地域の自然や歴史・文化に根差した美しい景観など、地域の環境資源を保全・創造するととも

に、 れらの資源を かし、五感で楽しめる魅力的なまちづくりを進めます。 

 

  良好 景観 保 ・形成   

1 杜の都の風 を育む景観条例や広  の 流を守る条例等に基づき、地域 性に応じた

規制と誘導を行い、良好な景観の保全に努めます。 

2 杜の都の象徴である定禅寺 や青葉 等の魅力をさらに高めるとともに、公共空間やオ

ープンスペースの有  用等により、都市空間の質の向上を図り、杜の都にふさわしい

街並み景観づくりを進めます。 

3 地域の景観のシンボルとなる建築物等をはじめ、歴史的・文化的に価値のある資源の保

全を図るとともに、その魅力を発信する取り組みを支援するなど、資源の 用を図りま

す。 

 

イ 心地よ 魅力  空間 保 ・創造   

1 街路樹や公園・緑地等を 用し、市民や来訪者等が五感で楽しめる空間や、地域 民の

 流の場など、心地よく魅力ある空間の創出に努めます。 

2 広  をはじめとした 辺について、市民や来訪者等が五感で楽しめる親 空間づくり

に努めます。また、四ツ谷用 や六郷堀・七郷堀、貞山堀等の歴史的・文化的資源につ

いて、その歴史や魅力の発信に努めます。 

3 自然環境や海岸公園、レクリエーション施設などの海辺の資源を かし、東部沿岸地域

の魅力づくりに努めます。 

4   や農地、ため池等で構成され、多様な機能を有する里地里山の環境について、生態

系や景観に配慮しながら、保全と 用を進めます。 

5 市民が快適 と感じる環境や場所について把握し、共有する仕組みを検討します。 

 

ウ  民の      づ          

1 都市計画法に基づく提案制度や地区計画*の制度等を 用し、地域の個性を かした 

民等が行うまちづくりの取り組みを 進します。 

2 地域の自然や歴史・文化などの地域の環境資源を かした地域 民等の 動に対して支

援し、魅力ある地域づくりを推進します。 

3 地域 民等が主体となって地域における良好な環境や地域の魅力・価値を向上さ るエ

リアマネジメント*の取り組みを推進します。 
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    の美化  め  

1 市民や事業者等との  により、海洋ごみ削減にもつながるまちの美化 動を推進する

など、ごみの散乱のない快適なまちづくりを進めます。 

2 仙台市落書きの防止に関する条例や仙台市歩行喫煙等の防止に関する条例に基づき、落

書きやたば のポ 捨て防止の周知徹底を図るなど、 潔で美しいまちづくりを進めま

す。 
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5      づ   

（1） 標 

目指す都市の姿 

  の や事業者等  の の   大切に         

 

定量目標 

日常  におけ   配慮   

日常生 における市民の環境配慮行動（25項目）について、全ての項目における実

践割 ※を現在よりも向上さ ます 

※ 「電気や 、ガスなどの節約を心がける」や「食品ロス*削減に努める」等について「常にして 

いる」または「できる けしている」と回答する人の割  

 

 

（2） 状 課題 

 れまで本市では、「人づくり」は環境づくりの基礎となるという認識のもと、市民や事業者、

学校などの多様な主体と連携し、環境教育・学習の推進や周知啓発、情報発信等に取り組 でき

ました。 

 に、平成 16年（2004年）に設立された「杜の都の市民環境教育・学習推進会議（FEEL Sendai）」

では、教育機関や市民団体、市民等との  による学校での環境学習プログラ の開発やフォー

ラ の企画・運営、環境学習のリー ーの育成など、メン ーの幅広いネットワークを 用しな

がら、総 的な環境教育・学習を推進しています。 の 動を含む仙台広域圏の取り組みは、国

連 ESD（持続可能な開発のための教育）*を推進するための拠点として、世界初の認定を受けて

います。 

平成 28年（2016年）に、機能を拡充して東北大学青葉山新キャンパスに開館した「   い

環境学習館たまきさ サロン」では、環境に関する情報や 流の場を提供し、市民の環境学習及

び環境 動を推進しており、その 用者数はコロナ禍で一旦減少しましたが、回復傾向にありま

す。 

また、事業者に対する環境マネジメントシス  *の導入 進や、環境に配慮した事業者の認

定等を じて、環境にやさしい事業 動を推進しています。 

 うした取り組みにより、市民アンケートの調査結 では、「将来、仙台は、環境面でどのよ

うなまちになったら良いか」という問いに対して、多くの市民が「み なが環境の とを考えて

行動するまち」と回答するなど、環境への課題意識が高まっていると考えられます。加えて、日

常生 における環境配慮行動の実践割 については、一部改善が必要な項目があるものの、全体

としては環境を意識して行動する人が増加傾向にあります。 

本市が目指す環境都市像を実現するためには、市民一人ひとりが環境に関心を持ち、理解を深

め、自らが積極的に環境に配慮した行動を実践する とが重要であり、さらなる行動変容を し

ていくには、様々な当事者の価値観や考え方、ニーズを確認し、アプローチ 法を柔軟に変えな
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がら、市民  による環境教育・学習を一層推進していくとともに、仙台らしい環境にやさしい

取り組みを「杜の都スタ ル」として幅広く発信していく とが必要です。また、環境への取り

組みが快適で豊かな生 や企業価値の向上につながる とへの理解を深めながら、無理なく自

然な形で環境配慮行動が行われるような仕組みを整える とが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

    

    

    

    

    

    

   

    

   

    

    

    

    

    

    

    

                      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  気や水、ガスなどの  を がける

 省エネ  などを んで  する

 できるだけ自家 車の  を  る

 エコ  イブを がける

    は   とな ないよう
気を ける

 車を う 、環境にやさしいものを  

 自 に  光  設 等を設置する

 自 の   を高くする

  エネの比率が高い 力 社   気を
  する

 生ごみは 分に水 りをする

    

    

    

    

    

    

   

    

   

    

    

    

    

    

    

    

                      

※設問⑥～⑨に いて、2024年度調査では「常にしている」を「既にしている」に、「できるだけしている」を「今後したいと思う」に 択肢を変更 

市民アンケートの結果 

（将来、仙台は、環境面でどんなまちになった 良いと思う ） 

※ 令和 6年度（2024年度）環境フォー ム来場者へのアンケート結果に基づく ※ 2013～2015年度は、環境交流サロン（たまきさんサロンの前 ）の  者数

を示している 

（出典）2024年度環境に関する市民意識調査 調査結果報告書（環境局） 

（出典）仙台市環境局事業概要 （出典）環境局資料 

日常生活における市民の環境 慮行動の実践割合 

※設問⑥～⑨に いて、2018年度調査では「できるだけしている」という 択肢がない 
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（3）   系 

  

     づ  

ア 環境に関する学びの機会や場を創出する

 人材を育成し、 躍の場を広げる

ウ 行動を支援する

ア 環境に配慮した行動が広がる仕組みを整える

 環境についての情報発信や 流・連携を進める

 環境にやさしい行動の を広げる

 環境にやさしいラ フスタ ル・ビジネススタ ルを定着さ る
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（4）  の   

①   にや  い  の輪  げ  

教育機関や市民団体など様々な 動目的や背景をもつ多様な主体と連携し、環境に関する学

びの機会や場を創出するなど、主体的かつ積極的に環境配慮行動に取り組む人づくりを進めま

す。また、各主体の取り組みを支援する とにより、環境にやさしい行動の を広げます。 

 

    に関  学びの機会や場 創出   

1 教育機関や市民団体等と連携し、環境への理解を深める ベントや自然観察会の開催、

体験型の学習プログラ の整 ・実践など、市民や事業者の環境学習の機会を幅広く提

供します。 

2 防災や歴史・文化、食、健康などの他分野と組み わ た  的な環境教育・学習を推

進します。 

3 大学等と連携した講座を開催するなど、環境に関する専門的な知識や最新の情報等を学

べる機会の提供に努めます。 

4 小中学校等において、地域の環境資源を 用しながら、自然環境や地球環境の大切さな

どを学ぶ環境教育・学習を継続的に実施します。 

5 環境学習の拠点である「   い環境学習館たまきさ サロン」の機能と役割を高め、

情報の受発信力を 化するとともに、新たな環境学習・啓発拠点について、他の学習拠

点との機能分担等を考慮しながら検討を進めます。 

6 ごみ処理施設や下 処理施設、エネルギー性能の高いオフ スビル、先進的な環境技術

を有する工場等について、環境に関する学びの場としての 用を図ります。 

 

イ  材 育成   躍の場  げ  

1 専門家による講義や市民団体等での 動体験等を じて、若い世代を中心に、環境学習

や環境にやさしい行動を率先的に推進するリー ーを育成します。 

2 地域への講師派遣等を じて、講師となる人材の育成や、環境団体等の 動の場の拡大

を図ります。 

3 小中学校の教員を対象として、環境教育・学習に関する専門的な研修等を実施します。 

4 クリーン仙台推進員*などの 動を支援し、地域のごみ減量・リサ クルの推進 動を

支える人材の育成や 流の 進などを図ります。 

5 環境美化 動や自然体験 動等への参加を 進し、率先して環境配慮に取り組む人材の

育成を図ります。 
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ウ    支援   

1 環境保全 動の機会や場を提供するとともに、専門家等の紹介や 動状況の発信等を行

う とにより、市民や事業者の自主的な 動を支援します。 

2 環境保全 動を行う市民団体等の 動拠点機能の確保と充実を図るとともに、拠点間の

連携を深め、 動の拡大や  による取り組みを支援します。 

3 環境配慮行動を社会に広げる企画を募集、実践し、行動の定着を図る取り組みを推進し

ます。 
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②   にや  いライフスタイ ・ビ  ススタイ   着 せ  

市民生 や事業 動において、無理なく自然な形で環境配慮行動が行われるような仕組みを

整えます。また、世代や国籍の違い、障害の有無なども含め、多様な市民に分かりやすい情報発

信や、様々な知識や経験、考え方を持つ多様な主体との 流や連携を進め、環境にやさしいラ 

フスタ ル・ビジネススタ ルを定着さ ます。 

 

    に配慮        仕   整   

1 省エネなどの取り組みの「見える化」や、 ンセン  ブを設けるなど、日常生 にお

いて環境にやさしい行動が広がる取り組みを進めます。 

2 企業等の地球温暖化対策を す RE100*や CDP*等の国際的な取り組みについて、普及を

図ります。 

3 環境配慮の度 いに応じて、開発計画における条件緩和措置を設ける等により、環境に

配慮した事業 動を 進します。 

4 エコマークなどの環境ラベル*の周知啓発を進めるなど、環境負荷の小さい商品・サー

ビスを選択するグリーン購入*の 進を図ります。 

5 一般競争入札の実施の際に価格以外の要素を含め総 的に評価する制度等において、環

境に配慮した事業者を評価するなど、事業者の環境配慮行動を 進します。 

6 事業者に対し、廃棄物の発生が少ない、再生可能な材料を使うなど環境に配慮した製品・

サービスの提供を します。また、消費者がそうした製品やサービスを選択するよう周

知啓発を行う とで、循環経済（サーキュラーエコノミー）*への移行を推進します。 

7 事業者との連携による「温室  ガス削減アクションプログラ *」の推進や、環境マ

ネジメントシス  *の導入 進等により、事業 動における環境負荷の低減とエネル

ギーなどのコスト削減を進めます。 

8 環境アセスメント*制度等を じ、開発事業において、環境の保全と創造に向けた事業

者の自主的な取り組みを すとともに、地域 民等との環境コミュニケーション*を 

進します。 

9 企業の社会的責任の一環として、地域の環境づくりへの貢献 動を 進します。 

10 市民や事業者などの先進的な取り組みや優れた取り組みについて、評価・認定するとと

もに、情報発信を行うなど、意識の向上や行動の 進を図ります。 

11 行政による支援や金融機関への きかけ等により、事業者による環境投資の 進を図り

ます。 

12 地元企業や大学等と連携し、次世代エネルギーの研究開発や、地元産の農作物や木材を

 用した商品等の普及など、環境と関連したビジネスの推進を図ります。 
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イ   に い の情報発信や交流・連携  め  

1 更なるごみ減量や脱炭素社会*の実現に向けて市民一人ひとりの行動変容を すため、

仙台らしい環境にやさしい行動を「杜の都スタ ル」として発信し、 れまで以上に取

り組みの 平展開を図ります。 

2 環境情報について分かりやすく提供する報告書やリーフレット等の発行、ホー ページ

や SNS 等による情報の発信、啓発 ベントや市民講座の開催、マスメデ アの 用な

ど、様々な媒体や 法により、  的で分かりやすい情報の発信に努めます。 

3 市民が 用したい環境情報を使いやすい形で入 できるよう、情報のデータベース化を

図るとともに、環境ポータルサ ト*の充実に努めます。また、国等が運用する情報プ

ラットフォー も 用しながら、  的な情報発信に努めます。 

4 市民や市民団体、事業者等との 流の機会や場の充実を図り、環境に関する情報の  

や共有を します。 

5 大学や事業者との 定の締結等により、環境の保全と創造に向けて連携・ 力した取り

組みを推進します。 

6 環境政策に関する 議会への参加等を じて  自 体との連携・ 力を図るととも

に、他の政令指定都市等と 力して国への要望行動や情報  を行うなど、自 体間の

連携を図ります。 

7 環境・防災など、持続可能なまちづくりに関する国際会議への参加や海外環境先進都市

の視察等を じて、国や地域を越えた情報  等を行います。また、国際機関等と連携

し、環境分野での国際的な取り組みを推進します。 
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第 章          

環境都市像の実現に向けた重点的な取り組みとして、以下の 3つのプロジェクトを推進します。 

 各プロジェクトは、第 4章で示した分野別の環境施策の中から、環境都市像のもと目指す 3つの

まちのあり方の 現化に向け、 に  的な施策を組み わ たものです。 

  れらの 3つのプロジェクトについて、多様な主体と連携し、それぞれがもつ価値観や知識、考

え方などを掛け わ 、新たな発想を取り入れながら推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 の               

   
         

   の     

         

成      

  の  の   

     

      

  の   

  の      

      

       

      の    

     
      
      

       
      

       
      

【SDGsと各プロジェクトの関係】 

 

3 つのプロジェクトは、SDGs*の達成

にも貢献するため、各プロジェクトに関

連する主なゴールを示します。 

SDGs を共 言語として、同じ目的意

識のもと、多様な主体と連携しながら、

プロジェクトを推進していきます。 
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1                      

 

 

 

 ねらい  

「環境への取り組みが新たな価値を生み、成長を すまち」の実現を図るため、都心部を中

心に、企業や都心を訪れる市民等の環境配慮行動を 進しながら、経済の 性化やにぎわい創

出を図るなど、新たな環境価値を創造し、環境にやさしい魅力的な都市として発信します。 

 

     の    

〇     ビ ディ  等の  にや  い建築物の整備の   

市役所新本庁舎を含め、都心部における建築物の新築や建替の機会を捉え、「グリーンビル

デ ング*の整 を 進するための方針」等により、建築物の ZEB*化を目指した取り組みや魅

力ある緑化空間・景観の創出、地域の木材を含めた環境負荷の小さい資材の使用など、杜の

都にふさわしい建築物の整 を 進します。 

 

 

〇 事業者 連携    にや  いビ  スの   

「温室  ガス削減アクションプログラ *」の運用を じ、事業者の環境投資を 進し、

温室  ガス*排出削減とエネルギーコストの削減を進めます。 

また、事業者等と連携し、使い捨て（ワンウェ ）プラスチックや食品ロス*の削減、地元

産の農作物や地域の木材 用に向けた取り組みを推進します。 

先進的な取り組みや優れた取り組みについては、評価・認定し、情報を発信する とによ

り、企業価値の向上と取り組みの拡大を図ります。 

 

 

〇  ど       歩き    魅力    空間の創出 

杜の都の象徴である定禅寺 や青葉 等において、居心地が良く歩きたくなる歩行者空間

の創出に向け、市民団体等と連携しながら道路空間の柔軟な  用に取り組むとともに、道

路空間の再構成について検討します。また、公園や緑地、広  等の 辺を 用し、市民や

来訪者等が自然とふれあい、五感で楽しめる空間の創出に努めます。  
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2                    

 

 

 

 ねらい  

「『杜の都』の資源が 用され、循環するまち」の実現を図るため、自然の恵みを再生可能エ

ネルギーとして 用するなど、エネルギーの地産地消や地域資源の循環の仕組みを構築します。 

 

     の    

〇 木質バイオマスの利    

  経営計画に基づく市有 の整 や、  環境譲与税*を 用しながら私有 の経営管理

支援を行うなど、  の適切な整 を進めます。また、事業者等との連携により、建築物等

への木材 用や木質  オマス*燃料への 用など、  資源の有  用を 進します。 

 さらに、街路樹や庭木等からの剪定枝について、事業者と連携し、再生可能エネルギーと

しての 用を推進します。 

 

 

〇 廃棄物系バイオマスの利    

食品廃棄物や剪定枝、下 汚泥等の廃棄物系  オマスについて、エネルギーとしての 

用や堆肥化等による資源の有  用を 進します。 

また、  工場において、ごみ焼却により発生する熱を 用した発電や周辺施設における

熱 用を推進するとともに、市有施設における積極的な 用など、発電した電力のさらなる

有  用を検討します。 

 

 

〇 3E（省  ・創  ・蓄  ）の   

新築建築物への太陽光発電設置や高 熱化を 進する新たな制度の導入等により、 熱性

能の高い 宅や、ZEB*といった、快適でエネルギー性能の高い建築物の普及や、防災性の高

い分散型エネルギー*である太陽光発電や蓄電池等の導入を 進するなど、市民生 や事業 

動における再生可能エネルギーの普及や 率的なエネルギー 用を推進します。 

また、様々な立場や意見・考え方をもつ市民・事業者・行政の  による「   い E-Action」

の取り組みを じて、市民や事業者等の 3E*の普及浸透を推進します。 
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3                   

 

 

 

 ねらい  

「全ての主体が環境の とを考え、行動するまち」の実現を図るため、多様な自然環境や様々

な主体の力を かし、環境に関する気づきや学びの機会の充実を図る とにより、環境にやさ

しい行動の を広げ、「杜の都スタ ル」の拡大を図ります。 

 

 

     の    

〇   の スタイ  の普及拡大 

市民団体や事業者、学校などが実践する、無理なく真似したくなるような環境にやさしい取

り組みを幅広く発掘したうえで、訴求力のある 法で発信し、 れまで以上に取り組みの 

平展開を図ります。また、若者や専門家等のア デアを取り入れながら、実践につながる 

 的な普及啓発を推進し、市民・事業者等の日常的な環境配慮行動を広げる とにより、「杜

の都スタ ル」としてブランド化を図り、国内外に幅広く発信します。 

 

 

〇 効果    教育・学習の   

 どもたちを含め、市民・事業者が気軽に取り組めるよう、教育機関や市民団体等と連携し、

体験型の環境学習の機会の充実を図るとともに、防災や歴史・文化、食、健康などの他分野

と組み わ た  的な環境教育・学習を推進します。 

また、大学等と連携した講座を開催するなど、環境に関する専門的な知識や最新の情報等を

学べる機会の提供に努めます。 

 

 

〇  物多様性保   事業の   

カッコウやカジカガエルなど仙台にゆかりのある生きものに着目し、様々な立場や意見・考

え方をもつ多様な主体と連携しながら、自然や生きものと直接ふれあい、その魅力や大切さ

について学ぶ機会の充実を図ります。また、食や音楽、アート等と組み わ るなど、五感

で学びながら、生物多様性*の保全に向けた行動につながる、気づきの機会を創出します。 

また、「地域における生物の多様性の増進のための 動の 進等に関する法 」による実施

計画の認定取得を支援するとともに、 動や自然共生サ ト*の周知、多様な主体による 動

を 進する とにより、ネ チャーポジ  ブ*の推進と地域の環境資源の価値向上を図りま

す。 
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第 章   の めの      

1   配慮の 針 

環境都市像を実現するためには、行政が施策を推進する けではなく、市民や事業者等の自主

的な取り組みが必要不可欠です。 

  では、日常生 や事業 動の中で、市民や事業者等が取り組む とが望ましい「主体別の

環境配慮行動の指針」と、山から海まで広がる本市の自然地理的 性を踏まえた「 地 用にお

ける環境配慮の指針」を示します。 

 の環境配慮の指針をもとに、市民や事業者等が、自ら積極的に杜の都の環境づくりに取り組

 でいく とが期待されます。 

 

 

（1）   の  配慮  の 針 

 持続可能な社会の実現に向けては、一人ひとりが環境に配慮したアクションを起 す とが

重要です。 

本指針をもとに、市民や事業者等が、自らの行動が環境に与える影響や たすべき役割を十分

に認識し、日常生 や事業 動の様々な場面において、積極的に環境にやさしい行動を実践する

 とが望まれます。 

なお、市役所は市内の大規模事業者の一つであり、事業 動の主体として市民や事業者等の範

となるよう率先して環境配慮行動に取り組みます。 

 

①  民に期待   役割   の 針 

 役割  

環境問題に関心を持ち、理解を深めるとともに、社会状況の変化等に応じた環境にやさしい

ラ フスタ ルを心掛け、日常生 の様々な場面において、一人ひとりができる とを積極的

に実践します。 

また、本市の豊かな自然の魅力や環境の価値を十分に認識し、家族や友人、職場などで伝え、

共有する とにより、環境配慮行動の を広げます。 

 

     の 針  

  家庭内や外出先 

・ 資源やエネルギーを大切に使う。 

・ ごみの分別を徹底し、リサ クルに努める。 

・ 食品を無駄なく使う、食べ残しや作りすぎに注意するなど、食品ロス*削減に努める。 

・ 生ごみは十分に 切りする。 

・ 買い物の際は、マ  ッグなどを持参する。また、割りばし、使い捨てのスプーンやフォー

ク等をもらわない。 
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・ マ ボトルを 用するなど、ペットボトル等の使い捨て容器の 用を控える。 

・ ごみのポ 捨てをしない。 

・ 環境ラベル*がついた商品や、環境にやさしい原材料を使用した製品を選ぶ。 

・ 食料品は、地元産や旬のものを選ぶ。 

・ リサ クルショップやフリーマーケット、スマートフォンのアプリ等を 用して、ものを再

 用する。 

・ 宅配便は、受け取る日時を指定するなど、再配達とならないよう気を付ける。 

イ 住宅の建築・ フォ ム時 ど 

・ 高 熱材、ペアガラス、二重サッシを使用するなど、自宅の 熱性を高めるよう努める。 

・ 太陽光発電等の再生可能エネルギーの 用や、蓄電池の設置に努める。 

・ 家電製品等は、できる けエネルギー 率のよいものを選ぶ。 

・ 自動 を購入する際は、次世代自動 *などの環境にやさしい を選ぶ。 

・ 庭やベラン などで、木や草花、野菜を育てたり、緑のカー ン*を設置する。 

ウ 交通利 時  

・ 自家用 の 用をできる け控え、公共  機関や自  、徒歩で移動する。 

・ 自動 を運 する際は、急発進や急加速をしないなどエコドラ ブを心掛ける。  

    学習 ど  

・ 環境問題について関心を持ち、積極的に学ぶ。 

・ 環境に関する講座や ベントに参加する。 

・ 地域の  や資源回収 動など、環境に関する 動に参加する。 

・ 身 な公園をはじめ、海や 、 、里山などで自然や生きものに親しむ。 

・ 地域の自然や歴史・文化などに関心を持つ。 

・ 気候変動*によるリスクに えるため、ハザードマップ*等であらかじめ まいの地域の危

険な場所や避難場所を確認するなど、大雨などの自然災害への えを行う。また、 まめな

 分補給を行うなど、熱中症の予防に努める。 
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② 事業者に期待   役割   の 針 

 役割  

地域や消費者、取引先等に対する社会的責任を たすとともに、環境への取り組みがコスト

削減や企業価値の向上につながる とを認識し、事業 動のあらゆる場面で、環境の保全及び

創造に向けた取り組みを積極的に実践します。環境配慮の取り組みや事業 動に伴う環境負荷

の情報等については、積極的に公表する とが期待されます。 

また、他の事業者や市民団体、行政等との連携を深め、良好な環境づくりに努めます。 

 

   の 針  

  事業所内 

・ 従業員一人ひとりが、環境への取り組みがコスト削減等にもつながる とを認識し、省エネ

やごみの分別を徹底するなど、環境にやさしい行動を実践する。 

・ クールビズ・ウォー ビズの取り組みを進めるとともに、エネルギー消費量の「見える化」

を図るなど、従業員の省エネ意識を高める。 

・ デジタル化の推進により、業務の 率化を図り、エネルギー消費量の削減に努める。 

・ ICT*を 用し、会議資料や事務 続き等におけるペーパーレス化を進める。 

イ 事業所の建設時 ど   

・ 開発事業を実施する場 は、立地選定の 階から環境への影響の回避・低減を図り、周辺環

境への影響を可能な限り小さくするなど、良好な環境の保全及び創造に向けた事業計画を

検討する。 

・ 建築物の新築・改修時等には、再生可能エネルギーの 用や 熱性能の向上、屋上・壁面の

緑化、木材等の再生可能な資源の 用等により、ZEB*やグリーンビルデ ング*等の環境に

配慮した建築物とする。 

・ エネルギー 率が高く、環境負荷の小さい設 ・機器を導入するとともに、エネルギーマネ

ジメントシス  *の導入等により、 率的な運用に努める。 

・ RE100*の取り組みなど、使用する電力について再生可能エネルギーの割 を高める。 

・ 電気自動 等の次世代自動 *を導入するとともに、カーシェアを 用するなど 両台数の

削減に努める。 

・ 生物多様性*等に配慮し、敷地内の質の高い緑化に努めるとともに、緑地の適切な維持管理

を行う。 

ウ 交通利 時や運送・配送時  

・  レワークやウェブ会議を 用するとともに、移動の際には、自動 の 用をできる け控

え、公共  機関や自  、徒歩で移動する。 

・ 自動 を運 する際は、急発進や急加速をしない、不要な荷物は積まず積載重量を軽減する

などエコドラ ブを心掛け、燃料使用量の削減に努める。 

・ 原料輸送や商品配送において、複数企業によるトラック等の共同 用やモー ルシフト*を

推進するとともに、繰り返し 用できるパレットや輸送ケース等を 用する。 
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  商品・サ ビスの製造・販売時 ど 

・ 温室  ガス*の排出が少ない、再生可能な材料を使用するなど、可能な限り環境負荷が小

さい商品やサービスを提供する。 

・ 原材料の調達や商品購入に際しては、調達先の環境への影響を含め、環境負荷の小さいもの

を選択する。また、地産地消を推進するため、地元産の農作物や木材、 産品等を使用する。 

・ 在庫数量の適正化や管理の徹底により、原材料や商品のロスを削減する。 

・ 環境ラベル*やカーボンフットプリント*等により、商品の環境性能の「見える化」に取り組

み、消費者への環境情報の提供に努める。 

・ 様々な状況下においても社会全体で環境への取り組みが推進されるよう、新たな技術や製

品等の開発に努めるとともに、環境を重視した金融商品やサービスの提供等を行う。 

オ   の視    入  経営 ど 

・ 事業 動による環境への影響や、環境への取り組みによるメリット等を十分に認識し、環境

を重視した経営を推進するとともに、従業員への環境配慮行動の浸透を図る。 

・ 「温室  ガス削減アクションプログラ *」への参加等を じて、温室  ガス排出削減

に向けた取り組みを推進する。 

・ 環境配慮の取り組みや事業 動に伴う環境負荷の情報を積極的に公表するなど、環境コミ

ュニケーション*を推進する。 

・ 他の事業者との取引等においても、環境に配慮した事業者を優先するなど、取引先等の関係

者を含めた事業 動全体での環境への取り組みを推進する。 

・ 環境に関する保全 動や講座、 ベントへ積極的に参加するなど、地域と連携した良好な環

境づくりを進める。 
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③  民団 に期待   役割 

   役割  

 本市には、環境問題に対して高い意識を持ち、 動する市民団体が多く存在しています。そ

の取り組みは、地域でのきめ細かなものから、国際 力につながるものまで多岐にわたってお

り、 うした様々な 動目的や背景をもつ市民団体の先進的かつ継続的な 動は、環境にやさ

しいラ フスタ ル・ビジネススタ ルへの変革を す大きな力となります。そのため、他の

団体や事業者、行政など、多様な主体との連携を深めながら、積極的にその 動の を広げて

いく とが期待されます。 

また、 動経験や専門性を かし、市民や地域の 動をコーデ ネートしたり、多様な 動

を束ね大きく育てたり、地域における環境づくりのリー ーとなるなどの 躍も期待されます。 

 
 

④ 教育機関に期待   役割 

   役割  

 幼稚園や小学校、中学校、高等学校等は社会生 の基礎を学ぶための重要な役割を担ってい

ます。そのため、学校等では、 どもたちが暮らしと環境の関わりについて理解し、自ら学び、

環境に配慮した行動を実践する力を身につけるための環境教育・学習の推進が求められます。

そ では、授業における知識の習得のみならず、ごみの分別など日常的な環境配慮の意識づけ

や、地域等と連携しながら自然体験や環境美化 動などの体験を重視した環境教育・学習の推

進も期待されます。 

 専門学校や大学等においては、その専門性を かしながら、持続可能な社会づくりを牽引し

ていくための人材育成に加え、専門的・科学的知見を踏まえた研究や技術開発等の推進が期待

されます。  
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（2）土地利 におけ   配慮の 針 

本市は、山から海までの広がりを持ち、豊かな  や里地里山をはじめ、市街地のみどりや東

部に広がる農地、多様な生きものが生育・生息する干潟や砂浜など、多様な自然環境を有してい

ます。 うした「杜の都」の良好な環境を将来へと保全・継承するとともに、その魅力を発信し、

地域の環境価値を高めていくためには、各地域の環境 性を理解し、適切な 地 用を進めてい

く とが必要です。 

本指針は、本市の自然地理的 性や 地 用の状況等を踏まえ、山地地域、西部丘陵地・田園

地域、市街地地域、東部田園地域、海浜地域の5つの地域に区分し、各地域における 地 用の

基本的な考え方と環境に配慮すべき事項を示したものであり、 地 用にあたっては、本指針に

沿って適切な環境配慮がなされる とが望まれます。 

なお、本指針は基本的な事項について示すものであり、実際の 地 用にあたっては、個々の

場所や 地 用の内容等に応じた環境配慮を検討する とが必要です。 

 

自然地理的特性や土地利用の状況等を踏まえた5つの地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 山地地域におけ   配慮の 針 

 基本       

本地域は、蔵王国定公園や県立自然公園船形連峰、同二口峡谷を含み、原生的な  など、

自然環境が極めて豊かな地域となっており、美しい自然景観を形成しています。豊かな  は、

二酸化炭素*の吸収源としても重要です。また、本市の 源である七北田  や大倉  、青下

  も存在しています。そのため、自然公園等としての 用を図りつつも、豊かな自然環境と

 の地域に生育・生息する生きものを保全するとともに、私たちの生 に不可欠な 資源等を

確保していく とが必要です。 

 

 

山地地域 

市街地地域 

東部田園地域(一部丘陵地を含 ) 

 浜地域 
西部丘陵地・田園地域 
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   配慮の 針  

・ 自然環境が極めて豊かであり、本市の生物多様性*や 資源等を確保する上で重要な地域で

ある とから、自然環境を保全し、原則として開発事業等は実施しない。 

・ 自然とのふれあいの場として 用を図る場 は、生物多様性や景観、 辺環境等の保全に最

大限配慮し、環境への影響を最小限とするよう努める。 

 

② 西部丘陵地・田園地域におけ   配慮の 針 

 基本       

本地域は、山地地域に連なり、都市 郊にあって豊かな自然環境を有している地域であり、

太白山県自然環境保全地域や権現 、蕃山・斎勝沼緑地環境保全地域等を含 でいます。また、

 の地域は、集落とそれをとりまく  や農地、ため池等で構成され、多様な機能を有する里

地里山の環境を形成しています。 

里地里山には、絶滅危惧種などの希少な動植物が多く生育・生息するため、本地域は、本市

の生物多様性を保全する上で重要な地域です。また、美しい里地里山の景観の保全や、二酸化

炭素*の吸収源確保、 砂災害や洪 防止機能等の面からも重要であり、都市的な 地 用へ

の  にあたっては、慎重な対応が求められます。 

また、里地里山は、人が自然との関わりを持つ とで形成、維持されてきた環境である と

から、  や農地の適切な維持管理を進めるとともに、木材等の供給や自然とのふれあいの場

として積極的に 用していく とが求められます。 

 

   配慮の 針  

・ 本市の生物多様性の連続性を支えるとともに、二酸化炭素吸収や 源涵養*、 砂災害防止

など多様な機能を有する重要な地域である とから、維持・回復・創出に努め、開発事業等

はできる限り回避する。 

・ 希少な生きものの生育・生息地や植生自然度*の高い  、地域 民に親しまれている自然

環境等については、原則として保全を図る。やむを得ず開発事業等を行う場 は、できる限

り改変面積を小さくするとともに、動物の移動経路となる緑のネットワーク*を確保するな

ど、環境への影響を最小限とするよう努める。また、環境への影響を回避・低減する とが

困難な場 は、代償措置を実施する。 

・   や農地の適切な維持管理に努めるとともに、環境と調和した農 業等を実施する。また、

  資源等の持続的な 用を進める。 

・ 洪 防止や地下 涵養など農地が有する多面的機能を維持・発揮する取り組みや、新たな耕

作放棄地の発生抑制に努める。 

・ 農薬や化学肥料の使用低減に努めるなど、生物多様性や周辺環境に配慮した農業を進める。 

・ 良好な里地里山の環境に生育・生息する動植物の維持・回復・創出に努めるとともに、生物

多様性に配慮した緑化に努める。 

・ 畜産業や 業等により発生する未 用の  オマス*について、堆肥化や燃料化により、有

  用を図る。 

・   保全 動や体験型農園など、自然とのふれあいの機会の創出に努める。 

・ きれいな空気や 、静穏な音環境などの良好な生 環境や、地域に根差した歴史・文化、原

か よう 
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風景等の保全に努める。また、 れらの魅力を発信し、自然とのふれあいの場や環境教育・

学習の場として 用するなど、地域資源の価値を高める。 

・ 野生動物との適切な関係を保つため、 樹や野菜、生ごみなどを適切に管理する、動物が隠

れやすい藪を刈るなど、野生動物を人里に引き寄 ないように努める。 

 

③  街地地域におけ   配慮の 針 

 基本       

本地域は、商業、業務、工業、流 、学術・文化、 宅等の様々な都市機能が集積している

地域です。 

仙台駅を中心とした都心部や、都市圏の 動を支える泉中央地区・長町地区、   便性の

高い地下鉄沿線等においては、 地の高度 用や都市機能の集積が求められます。一方、資源・

エネルギーの消費、廃棄物や汚染物質の排出など環境負荷が に大きい地域でもある とから、

資源・エネルギー 用の 率を高めるとともに、災害時にも 用可能な再生可能エネルギーを

積極的に導入するなど、環境負荷の低減を図りながら、快適な暮らしの確保や、 力のあるま

ちづくりを進めていく とが求められます。 

また、市民に らぎを与える公園や街路樹、広  等の親 空間が市街地に溶け込むなど、

自然と調和した都市環境は、本市の大きな魅力となっています。今後とも、都市の生物多様性

*の保全やヒートア ランド現象*の緩和、 害リスクの低減、市民や来訪者等の憩いの場の創

出など、市街地のみどりが持つ多様な機能に着目しながら、その保全・創出を図る とにより、

品格・風格のある魅力的な都市空間を形成していく とが求められます。 

 

   配慮の 針  

・ ZEB*やグリーンビルデ ング*等の環境に配慮した建築物の整 に努める。また、ZEH*をは

じめとした快適でエネルギー性能の高い 宅の建設に努める。 

・ 太陽光発電等の再生可能エネルギーや、エネルギー 率が高く、環境負荷の小さい設 ・機

器を積極的に 用するとともに、面的なエネルギー 用に努める。 

・ 自動 の 用をできる け控え、公共  機関や自  、徒歩で移動する。また、ICT*の 

用や物流の 理化等により、自動 をできる け使用しない事業形態を検討する。 

・ 健全な 循環の確保やヒートア ランド現象の緩和を図るため、透 性舗装*や地表面の緑

化などに努める。 

・ 都市の生物多様性の保全に配慮し、市街地に残された貴重な緑を保全するとともに、敷地内

等の積極的な緑化を進める。 

・ 質の高い緑地空間の確保やオープンスペースの有  用等により、市民や来訪者等が憩い

楽しめる場を創出するなど、杜の都にふさわしい魅力的な都市空間の形成に努める。 

・ 使い捨て（ワンウェ ）プラスチックや食品ロス*の削減に努めるなど、ごみの減量と資源

の有  用を進める。 

・ 地元産の木材や農作物を 用するなど、地産地消に努める。 

・ 環境基準*の遵守はもとより、人が暮らしの中で実感できる美しさや らぎ、快適さなどの

保全に努める。 
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④ 東部田園地域におけ   配慮の 針 

 基本       

本地域は、 田等のまとまった農地が広く分布しており、食料生産の場として本市の食を支

えるとともに、居久根*等の地域に根差した原風景が形成されています。 田等の農地は、独自

の生態系を構成しており、生物多様性*の保全の観点からも重要です。また、雨 の貯留による

洪 調節機能や 田からの蒸発散による気温上昇の緩和機能等を えるなど、多様な機能を有

しています。 のような環境面における 田等の価値を再認識し、農地としての 用を推進す

るとともに、都市的な 地 用への  にあたっては慎重な対応が求められます。 

 

   配慮の 針  

・ 食料供給を担うとともに、生物多様性の保全や洪 防止など多様な機能を有する重要な地

域である とから、保全に努め、開発事業等はできる限り回避する。やむを得ず開発事業等

を行う場 は、できる限り改変面積を小さくするとともに、周辺環境との調和や 田環境に

生育・生息する動植物の保全を図るなど、環境への影響を最小限とするよう努める。 

・ 洪 防止や地下 涵養など農地が有する多面的機能を維持・発揮する取り組みや、新たな耕

作放棄地の発生抑制に努める。 

・ 農薬や化学肥料の使用低減に努めるなど、生物多様性や周辺環境に配慮した農業を進める。 

・ 自然観察や体験型農園など、自然とのふれあいの機会の創出に努める。 

・ きれいな空気や 、静穏な音環境等の良好な生 環境や、地域に根差した歴史・文化、原

風景等の保全に努める。また、 れらの魅力を発信し、自然とのふれあいの場や環境教

育・学習の場として 用するなど、地域資源の価値を高める。 

⑤ 海浜地域におけ   配慮の 針 

 基本       

本地域は、仙台湾海浜県自然環境保全地域を含み、長大な砂浜や、海岸 、鳥獣保護区 別

保護地区である蒲生干潟や井 浦の干潟などで形成されています。希少種を含む多様な動植物

が生育・生息するとともに、国の天然記念物であるコクガンや、シギ・チドリ等の 鳥の飛来

地にもなっており、本市の豊かな生物多様性を支える重要な地域です。また、海岸公園などの

自然とのふれあいの場や、貞山堀などの歴史的・文化的資源があり、今後とも、自然環境の保

全を図りながら、資源を積極的に 用していく とが求められます。 

 

   配慮の 針  

・ 干潟や砂浜など多様な生きものが生育・生息する自然環境を維持・回復・創出し、原則とし

て開発事業等は実施しない。 

・ 多様な生きものの生育・生息環境であり、防災上も重要である海岸 の再生を進める。 

・ 地域に根差した歴史・文化、自然資源等の保全に努める。また、 れらの魅力を発信し、自

然とのふれあいの場や環境教育・学習の場として 用するなど、地域資源の価値を高める。 

・ 自然観察や海岸の美化 動など、自然とのふれあいの機会の創出に努める。 

 

い ぐ ね 
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2 計画の   制 

環境都市像の実現に向けては、各主体が連携・ 力しあいながら、様々な取り組みを推進してい

く必要があります。  では、計画を着実かつ  的に進めていくための推進体制について示しま

す。 

 

（1） 民協働によ    

  の地に まう人々によって今日まで大切に守り育まれてきた「杜の都」の良好な環境を将来

へと継承していくためには、行政、市民、事業者、市民団体等のあらゆる主体が、環境づくりの

担い となり、  して取り組みを進めていく とが必要です。 

 また、人口減少や少子高齢化の進行、大規模災害等の発生、ICT*の革新やSNSなどによる高度

情報化、国際化の進展など、社会状況が大きく変化し、環境課題も多様化、複雑化する中におい

ては、 れまでにない新たな視点や考え方での取り組みが求められます。 

そのため、本市が各主体間の  を 進しつつ、各主体が「杜の都」の環境づくりの目標や方

向性を共有の上、役割に応じて持てる力を最大限発揮し、連携・ 力しあう とにより相乗  

を生み出し、環境都市像の実現を目指します。 

また、様々な違いや意見・考え方をもつ主体が対話・ 流できる機会を創出し、連携・ 力し

あう過程で多様な個性や価値観を掛け わ る とで、単独では成し得なかった創造的な発想・

取り組みを生み出し、計画の推進力を高めていきます。 

 

（2） 役所内の横断 連携によ    

 環境施策は、まちづくりや経済、教育など行政の幅広い分野と深く関わっており、計画の推進

にあたっては庁内の  的な連携が必要不可欠です。 

 そのため、市長を本部長とし、各局・区長等で構成する「杜の都環境プラン推進本部」におい

て、施策の総 的な調整や進行管理を行いながら、市役所内の各部局が一丸となって本計画を推

進していきます。 

 また、本計画を じて、職員一人ひとりが環境に関して高い意識を持ち、環境面からの視点を

もって各自の業務に取り組みます。 

  

（3）近隣 治 等 の連携によ    

本市が取り組むべき環境課題には、長期的・広域的な視点にたって対策を講じていく とが求

められるものも少なくありま  。そのような課題に対しては、必要に応じて、市域を越えて 

 自 体と連携を図りながら、取り組みを推進していきます。 

また、国や県が取り組む環境施策とも十分に連携・調整を図る とにより、本計画に基づく取

り組みを  的に進めます。 
さらに、東北の中枢都市として、東北全体の環境を牽引する とを目指し、  自 体も巻き

込みながら、防災環境都市*としてふさわしい先導的な取り組みを進めるとともに、その取り組

み等について積極的に発信します。 
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3 計画の  管理 

本計画については、PDCAサ クル（事業の「計画」（Plan）、「実施」（Do）、「評価」（Check）、「改

善」（Action）の循環）により、進行管理を行います。 

本計画に掲げる定量目標の進捗状況や取り組みの実施状況等については、「杜の都環境プラン推

進本部」で進行管理を行うほか、学識経験者や市議会議員、各種団体の代表、関係行政機関の職員

で構成される「仙台市環境審議会」において審議を行い、必要に応じて計画を見直すなど、より 

 的な環境施策の推進につなげていきます。 

また、本市の環境の状況や計画の進捗状況等については、年次報告書「仙台市の環境」やホー 

ページ等で分かりやすい形で広く公表します。 

 

4  の率先  の   

市役所は行政機関であると同時に大規模な事業者・消費者として地域に大きな影響を及ぼす立場

にある とから、その社会的責任を たすとともに、市民や事業者の取り組みを先導するため、率

先して環境配慮行動に取り組む とが求められます。 

 の とから、本市独自の環境マネジメントシス  *である「仙台市環境行動計画」に基づき、

公共施設等において再生可能エネルギーや LED照明等の導入を進めるとともに、業務の 率化やデ

ジタル化の推進、職員の省エネ行動の徹底を図り、温室  ガス*の排出削減に努めます。また、ご

みの分別徹底や ICT*を 用したペーパーレス化など、ごみの減量・リサ クル推進に向けた取り組

みを進めるほか、環境にやさしい製品やサービスを優先するグリーン購入*の取り組みを推進しま

す。「仙台市環境行動計画」の運用状況等については、定期的に外部監査委員による環境監査を実

施し、計画に定める事項が適切に実施されている とを確認するとともに、指摘のあった事項等に

ついて改善を図る とにより、取り組みの実 性を高めます。 うした環境配慮の取り組み状況や、

本市の業務に伴う温室  ガス*や廃棄物の排出量等の実績については、ホー ページ等を じて

公表します。 

本市が実施する公共事業については、環境への配慮を徹底するため、構想 階や計画 階などの

早期から環境への影響について配慮・調整する仕組みである「環境調整シス  」を適切に運用す

る とにより、環境の保全及び創造に努めます。また、令和 10年度に供用開始予定の新本庁舎や、

今後建替えが予定される区役所の庁舎等については、ZEB*化を目指した取り組みやグリーン ンフ

ラ*の導入など、杜の都にふさわしい庁舎を実現します。 
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5 SDGs の関係 

本計画に掲げる分野別の環境施策と SDGs*の関係は以下のとおりであり、本計画を推進する と

で、SDGsの達成にも貢献していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貧困をなくそ

う

飢餓をゼロに すべての人に

健康と福祉を

質の高い教育

をみ なに

ジェン ー平

等を実現しよ

う

   

  

ア 機能集約型の都市づくりを進める

  自然の きを かしたまちづくりを進める

ア エネルギーの地産地消を進める

  脱炭素型の建築物等の普及を進める

ア エネルギー 率の高い  体系の構築と  用を進める

  環境にやさしい    の 用を す

④脱炭素型のラ フスタ ル・

　ビジネススタ ルを定着さ る
ア 行動の を広げる  

⑤気候変動によるリスクに

　 える
ア 適応策を推進する  

  

ア 豊かな自然環境を保全する

  生物多様性の維持・回復・創出に向けた取り組みを進める

ア 自然への適切な きかけを推進する  

  地域の自然を かした産業や文化を振興する

ウ 野生動物との適切な関係を保つ

ア まちのみどりを守り、 用する

  まちのみどりを増やす

ア 自然や生きものの魅力に気づくきっかけづくりを進める  

  自然や生きものとのふれあいの機会の充実を図る

①資源を大切に使う行動を

　定着さ る
ア ごみの減量に向けた行動の定着を図る

②資源の有  用を進める ア リサ クルの推進と拡大を図る

ア 廃棄物の排出ルールの徹底を図る

  将来にわたり 全 心で 定的なごみ処理体制の確保を図る

 

ア 大気環境等を保全する  

   環境を保全する  

ウ  壌・地盤環境を保全する  
②開発事業等における自主的な

　取り組みを 進する
ア 開発事業等における環境配慮を す  

ア 良好な景観を保全・形成する

  心地よく魅力ある空間を保全・創造する

ウ 市民の主体的なまちづくり 動を 進する

エ 環境の美化を進める

 

ア 環境に関する学びの機会や場を創出する  

  人材を育成し、 躍の場を広げる  

ウ 行動を支援する  

ア 環境に配慮した行動が広がる仕組みを整える

  環境についての情報発信や 流・連携を進める  

資源循環都市づくり

「杜の都環境プラン」全体

脱炭素都市づくり

①脱炭素型のまちの構造を

　つくる

②脱炭素型のエネルギー

　シス  の構築を進める

③環境にやさしい  への

　  を進める

自然共生都市づくり

①豊かな自然環境と多様な

　生きものを守る

②恵み豊かな里地里山を

　 性化さ る

③グリーン ンフラをまち

　づくりに かす

④自然や生きものへの 着を

　はぐくむ

②環境にやさしいラ フスタ 

　ル・ビジネススタ ルを定着

　さ る

③廃棄物の適正な処理体制を

　確保する

快適環境都市づくり

①健康で快適な生 環境を

　保全する

③地域の環境資源を かした

　魅力的なまちづくりを進める

行動する人づくり

①環境にやさしい行動の を

　広げる
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 料編 
 
 
 
 
 
 
 

 全な と

ト レを世

界中に

エネルギー

をみ なに

そしてク

リーンに

 きがいも

経済成長も

産業と技術

革新の基盤

をつくろう

人や国の不

平等をなく

そう

 み続けら

れるまちづ

くりを

つくる責任

つかう責任

気候変動に

 体的な対

策を

海の豊かさ

を守ろう

陸の豊かさ

も守ろう

平和と公正

をすべての

人に
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 料編 

 

１  語解説 

     
 
 スベス  

天然に存在する繊維状の鉱物で、石綿とも呼ばれ

る。耐熱性や耐腐食性等に優れ、建築物等の防音

材や 熱材等に使われてきたが、極めて細い繊維

で、吸い込むと悪性中皮腫などの健康被害を引き

起 す可能性があるため、「大気汚染防止法」や

「廃棄物の処理及び  に関する法 （廃棄物処

理法）」等によって規制・管理されている。 

 

 

雨庭
 めにわ

 

建物の敷地内や道路等に降った雨を集め、一時的

に貯留し緩やかに地下へ浸透さ るために設け

る植栽地。レ ンガーデンとも呼ばれる。 

 

 

居久根
い ぐ ね

 

風雪から家屋敷を守り、食料や建材、燃料として

 用するために敷地を取り囲むように植えられ

た屋敷 の と。仙台を中心とした東北地方の太

平洋側で広く使われている呼び名。 

 

 

  ツ   

地域の自然環境や歴史・文化について体験し学ぶ

とともに、それらの保全にも責任を持つ観光のあ

り方。エコツーリズ とも呼ばれる。 

 

 

     マ  メ   ステム 

家庭・ビル・工場等において、エネルギー使用状

況の見える化や機器の最適制御等を行う とに

より、エネルギー 用を 率化するシス  。シ

ス  を導入する対象により、HEMS（家庭）・BEMS

（ビル）・FEMS（工場）等と呼ばれる。 

 

 

   マ  メ   

一定エリアの魅力を高め、地域を 性化さ るた

め、 民・事業者・権 者等が主体となり、地域

資源を かしたにぎわいづくりや様々な地域課

題の解決等に継続的に取り組むまちづくり 法。 

 

 

 

 

 

汚濁負荷量 

河 等の 域に排出される有機物や窒素、リン等

の 質汚濁物質の総量。 

 

 

温室効果ガス 

太陽からのエネルギーを熱として吸収し、地表や

大気を暖める きをする気体。二酸化炭素、メタ

ン、一酸化二窒素、フロン類等があり、産業革命

以降、人の 動により温室  ガス濃度が上昇し

た とが、地球温暖化の原因の一つとされている。 

 

 

温室効果ガス削減        ラム 

「仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例」

に基づく、事業 動からの温室  ガスの排出を

削減するための制度。温室  ガスを一定程度以

上排出している事業者に対し、排出削減に向けた

計画書等の提出を求めるとともに、市が必要な助

言等を行う とにより、計画的かつ継続的に事業

者の温室  ガス排出削減を図る仕組み。 

 
 
     
 
カ ボ フッ      

商品等が原材料の調達から廃棄・リサ クルに至

るまで工程全体を して排出される温室  ガ

スの排出量について、商品等に分かりやすく表示

する と。 

 

 

外来種 

その地域にもともと生育・生息していなかったが、

人間の 動によって国外や国内の他の地域から

入ってきた生きもの。 に、生態系や人の健康、

農  産業へ被害を及ぼすものは、「 定外来生

物による生態系等に係る被害の防止に関する法

 」に基づき、 定外来生物として指定され、飼

育や輸入､販売等が原則禁止されている。 

 

 

家庭ご  

家庭から排出される缶・び ・ペットボトル、廃

乾電池類、プラスチック資源、紙類、剪定枝及び

粗大ごみ以外のごみの と。収集後は焼却処理さ
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れる。 

 

 

   セスメ  （  影響評 ） 

環境に著しい影響を及ぼすおそれのある開発事

業等について、事業者自らが環境への影響を事前

に調査・予測・評価し、その結 を公表して地域

 民や行政等からの意見を聴きながら、環境への

影響をできる け小さくするよう対応を す 

続き。 

 

 

  基準 

「環境基本法」及び「  オキシン類対策 別措

置法」に基づき、大気の汚染、 質の汚濁、 壌

の汚染及び騒音について、人の健康や生 環境を

保全する上で維持される とが望ましいとして

定められた基準。 

 
 
   ミュニケ     

事業者が自らの事業 動に伴う環境負荷や環境

保全に関する情報について公表するとともに、地

域 民等から意見を聴くなどにより、事業者と地

域 民等が相互理解に努める と。 

 
 
  マ  メ   ステム 

事業者が、自らの事業 動において環境に関する

方針や目標等を設定し、 れらの達成に向けて取

り組み、点検・評価を行い、見直すという 順を

繰り返す とにより、継続的に環境配慮を進めて

いく仕組み。 

 

 

  ラベ  

環境に配慮された製品やサービスにつけられる

表示の総称。環境に配慮された製品等として第三

者が認証するエコマークや、古紙の配 率を示す

再生紙使用マーク等がある。 

 

 

緩和  

地球温暖化の原因の一つとなる温室  ガスの

排出を削減し、吸収源を確保するために行う対策

の と。省エネの取り組みや再生可能エネルギー

の普及、二酸化炭素吸収源となる  の整 等が

挙げられる。 

 
 
 

気候変  

大気の平均状態である気候が変化する と。その

要因は人為的な要因（温室  ガスの増加、  

破壊など）のほか自然的要因（地球自 軸の傾き

の変動、太陽 動の変化、火山噴火など）もある。 

 

 

    イ フラ 

コンクリート等の人工構造物による従来型の都

市基盤（グレー ンフラ）に対して、良好な景観

形成やヒートア ランド現象の緩和、 害リスク

の低減など、自然環境が持つ多様な機能に着目し、

それを都市基盤として 用するという考え方（取

り組み）。 

 
 
    購入 

品質や価格 けでなく、環境の とを考えて環境

負荷ができる け小さい製品やサービスを購入

する と。 

 
 
    仙台  員 

地域におけるごみの適正排出や減量・リサ クル

等の取り組みのリー ー役として 動していた

 いている方々で、町内会等からの推薦に基づき

市長が委嘱している。 

 
 
    ビ ディ   

エネルギーや の使用量削減、施設の緑化など、

建物全体の環境性能が高まるよう最大限配慮さ

れた建築物の総称。 

 

 

光化学オキ ダ   

工場や自動 から排出された窒素酸化物等の大

気汚染物質が、太陽光の紫外線の きにより光化

学反応を起 して生成される酸化性物質の総称。

高濃度になると、目やのど等の粘膜に影響を及ぼ

すおそれがある。 

 
 
合流式下水道 

汚 と雨 を同じ管で流す下 道。下 道管の能

力を超えた大雨が降ると、雨で希釈された汚 の

一部が河 等に放流される仕組みとなっている。 
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     レ    （熱電併給） ステム 

発電の仕組みの一つ。「Co（共同、共 ）」と

「Generation（発生）」を組み わ た用語で、

燃料を燃やして発電を行うと同時に、その排熱を

暖房や給湯にも 用する とにより、熱 率を高

める仕組み。 

 

 

ご の最終処  

焼却処理後の焼却灰や不燃物を埋立処分する 

と。最終処分を行う場所を最終処分場と言い、廃

棄物の性状によって構造基準や維持管理基準が

定められており、本市では石積埋立処分場の と

を指す。 

 

 

 ミュニティサイ   

一定のエリア内に複数の自  貸出拠点を設置

し、 用者がどの拠点でも自  を借りたり返し

たりできる自   用の仕組み。 

 
 
 昆明・モ   オ   物多様性枠  
令和 4年（2022年）に「生物多様性条約第 15回

締結国会議（COP15）」で採択された生物多様性に

関する世界目標。2030年までに陸と海のそれぞ

れ 30％以上を健全な生態系として  的に保全

する「30by30」等に取り組み、2050年までに「自

然と共生する世界」の実現を図る と等が盛り

込まれている。 

 

 

     
 

雑   

古紙のうち、新聞・雑誌・ ボール・紙パック以

外のお菓子や  ッシュの箱、はがき、包装紙等

資源化可能な紙類の と。 

 

 

事業ご  

本市では、オフ スや商店等の事業 動に伴い発

生する産業廃棄物以外の廃棄物の とを言う。

「廃棄物処理法」では、事業者自らの責任におい

て事業ごみ及び産業廃棄物を適正に処理する 

ととされている。 

 

 

次世代  車 

国の「地球温暖化対策計画」では、電気自動 や

プラグ ンハ ブリッド自動 、ハ ブリッド自

動 、燃料電池自動 、クリーンデ ーゼル自動

 、天然ガス自動 等としている。 

 

 

    サイ  

令和 5年度（2023年度）以降、民間の取組等によ

って生物多様性の保全が図られているとして国

が認定した区域及び令和 7 年度（2025 年度）以

降に「地域における生物の多様性の増進のための

 動の 進等に関する法 」に基づき国が認定し

た実施計画の実施区域。 

 

 

  型社会 

無駄なものを購入 ず、ものを繰り返し大切に使

用する等により、廃棄物の発生を抑制し、廃棄さ

れたものは可能な限りリサ クルする とで、天

然資源の消費が抑制され、環境負荷低減につなが

る社会の と。 

 

  経済（サ キュラ   ノミ ）  

資源投入量・消費量を抑えつつ、限りある資源を

 率的に循環さ 、環境負荷を低減しながら持続

可能な社会をつくるとともに経済的な成長も目

指す経済の仕組みの と。 

 

 

植   度 

植生からみて、その 地の自然性がどの程度残さ

れているかを示す指標。国は、 地 用の状況等

に応じて 10 階に区分している。 

 

 

食品 ス 

食べ残しや売れ残り、消費期限切れの食品など、

本来は食べる とができたはずの食品が廃棄さ

れる と。 

 

 

処理原  

廃棄物の収集・運搬及び処分（焼却・破砕・埋立）

の処理過程等に分類したうえで、人件費・物件費・

減価償却費・起債 子の４費目を集計して算出す

る廃棄物の処理に要する費用の と。 

 

 

森林  譲与税 

市町村による  整 を推進するため、国が個人

に課税する「  環境税」を財源として、国から

市町村及び都道府県に対して配分される税金。令
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和 6年度（2024年度）からの「  環境税」の課

税に先行して、「  環境譲与税」は令和元年度

（2019年度）から配分が開始されている。 

 
 
森林経営管理制度 

 業の成長と  の適切な管理の両立を図るた

め、「  経営管理法」に基づき、適切な経営管

理が行われていない  について市町村が仲介

役となり、  所有者と経営管理の担い をつな

ぐ制度。 

 

 

水 涵養
 んよう

 

  の 壌が、雨 を浸透・貯留する とにより、

河 へ流れ込む の量を調整し洪 を緩和する

とともに、 の流量を 定さ る機能の と。ま

た、雨 が  の 壌を 過する とにより、 

質が浄化される機能の と。 

 

 

水平 サイ    

使用済み製品を原料として用いて同一種類の製

品を製造するリサ クル方法の と。 

 

 

  ご  

本市では、一般廃棄物のうち事業ごみ以外を言う。

家庭から排出される、「家庭ごみ」、「プラスチッ

ク資源」、「缶・び ・ペットボトル、廃乾電池類」、

「紙類」、「剪定枝」、「粗大ごみ」及び「臨時ごみ」

等の総称の と。 

 

 

 物多様性 

  や河 、海辺などの多様な自然の中で、多く

の種類の生きものが互いにつながり、かかわり 

いながら生きている と。 

 

 

     
 

   社会 

二酸化炭素をはじめとした温室  ガスの排出

量について、排出削減と吸収源確保の取り組みに

より、実質的にゼロ（温室  ガスの排出量と吸

収量を均衡さ る と）を達成した社会。 

 

 

 

   先 地域 

令和 12年度（2030年度）までに民生部門（家庭

部門及び業務その他部門）の電力消費に伴う二酸

化炭素排出の実質ゼロを実現するなど、脱炭素ド

ミノの起点となる地域として、国が選定するもの。

仙台市は令和５年（2023 年）11 月に、定禅寺 

エリア、泉パークタウンエリア、東部沿岸エリア

の一部を対象とした事業計画が選定された。 

 

地区計画 

地区の 性に応じた良好な市街地を形成してい

くため、 民が主体となって、必要な道路や公園

等の配置、建築物の用途や高さ、建築物の形態・

意匠、緑化等について、地区のルールを定める 

とができる制度。 

 

 

 応  

既に起 りつつある又は れから起 りうる気

候変動による影響にあらかじめ え、被害の防止

や軽減を図るための対策の と。農作物の高温対

策、 害・ 砂災害対策、熱中症・感染症対策等

が挙げられる。 

 

 

デ   

脱炭素につながる将来の豊かな暮らしを創る国

民運動の 称で、二酸化炭素を減らす（DE）脱炭

素（Decarbonization）と、環境に良いエコ（Eco）

を含む「デコ」と 動・生 を組み わ た言葉。 

 

電 車 

国の「地球温暖化対策計画」では、電気自動 、

プラグ ンハ ブリッド自動 、ハ ブリッド自

動 、燃料電池自動 としている。 

 

 

透水性舗装 

 を しやすい構造のアスファルトやコンクリ

ートを使用した舗装。雨 を地下に浸透さ る 

とにより、地表に溜まる雨 を減らす とができ

る。 

 

 

     
 

二酸化  （CO2） 

動物の呼吸や、石油・石炭等の化石燃料の燃焼に

伴って発生する気体で、地球温暖化の原因とされ

る温室  ガスの一つ。 
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二酸化窒 （NO2） 

物の燃焼に伴い発生する一酸化窒素が、大気中で

酸化される とにより生成する大気汚染物質。高

濃度になると、のどや肺等の呼吸器系に影響を及

ぼすおそれがある。 

 

 

 イチャ ポ ティブ 

自然を回復軌道に乗 るため、生物多様性の損失

を止め、反 さ る と。 

 

 

 は   
 

バイオガス 

  オ燃料の一種で、有機質肥料、生分解性物質、

汚泥などの発酵等により発生するガス。主な成分

はメタンガス。 

 

 

バイオ ラスチッ  

トウモロコシやサトウキビなどの  オマス資

源を原料とする「  オマスプラスチック」と、

微生物によって分解が可能な「生分解性プラスチ

ック」の総称。  オマスプラスチックは、石油

を原料としないプラスチックであるのに対し、生

分解性プラスチックは、最終的には微生物の き

により分解し、 と二酸化炭素になるもので、 

 オマス資源からつくられるものと、石油から製

造されるものがある。 

 

 

バイオマス 

木や草など、再生可能な生物由来の有機性の資源

の とで、「Bio（生物）」と「Mass（量）」を組み

 わ た用語。  オマスは、燃焼すると二酸化

炭素を排出するが、その成長過程で光 成により

二酸化炭素を吸収しており、全体でみると大気中

の二酸化炭素の収支はゼロとみな るという 

徴がある。 

 

 

ハザ ドマッ  

自然災害に対する防災や減災のため、被災想定区

域や避難経路、避難場所等の防災関係施設の位置

などを表示した地図。 

 

 

パ 協  

平成 27年（2015年）に「気候変動枠組条約第 21

回締約国会議（COP21）」で採択された温室  ガ

ス排出削減等のための国際枠組み。世界の平均気

温上昇を産業革命前と比べて 2℃未満に抑える

（2℃目標）とともに 1.5℃未満に抑える努力を

継続する と、今世紀後半に人為的な温室  ガ

ス排出量を実質ゼロ（排出量と吸収量を均衡さ 

る と）とする と等が盛り込まれている。 

 

 

ピ  カッ  

電力需要がピークになる時間帯における電力消

費を抑える と。電力消費を平準化する とによ

り、エネルギー 用の 率化やコスト削減が図ら

れる。 

 

 

ヒ   イラ ド 象 

都市部の気温が郊外と比較して高くなる現象。都

市部においてエアコンや自動 等からの人工的

な排熱の増加や、緑地の減少、コンクリート舗装

等による地表面からの 分蒸発の減少等により、

引き起 される。 

 

 

フ ドドライブ 

家庭等にある未使用の缶詰やレトルト食品など

保存可能な賞味期限内の食品を持ち寄り、フード

 ンク団体等に寄付する 動の と。 

 

 

不 正排出 

本市が定めるごみ排出ルールに違反してごみ集

積所等へ排出する行為の と。 

 

 

不法投棄 

山 や道路・公園等、ごみの排出場所として指定

された場所以外にごみを捨てる行為の とで、廃

棄物処理法第 16 条の規定に違反する行為の と。

同法第 25条第１項第 14号の規定により、5年以

下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金、又はその

両方を科す罰則がある。 

 

 

フ  類 

炭化 素に塩素やフッ素などが結 した化 物。

燃えにくく、液化しやすいなどの 点があり、エ

アコンや冷蔵庫の冷媒等に使われてきたが、オゾ

ン層破壊物質や温室  ガスである とが判明

したため、現在は様々な条約や法 によって大幅
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に使用が規制されている。 

 

 

 散型      

従来の大規模な発電所等に対して、比較的小規模

で、かつ様々な地域に分散して設置されたエネル

ギー供給源。非常時におけるエネルギー供給の確

保や、需要地での地産地消により送電ロスが少な

く 率的なエネルギー 用が可能といった 点

がある。 

 

 

防災     

本市が歴史の中で築き上げてきた、豊かな自然と

市民の暮らしや都市機能が調和した「杜の都」と

してのまちづくりに、東日本大震災の経験や教訓

を踏まえて、防災の視点を織り込  都市のあり

様を示すスローガン。 全に 心して市民生 や

経済 動を営む とができる、持続可能な魅力あ

るまちづくりを国内外に発信し、都市の価値を高

めていくための取り組みを進めている。 

 

 

ポ タ サイ  

 ンターネットにアクセスする時に入口となる

ページや、 定の ーマ（例えば環境）に関する

情報や関連ページへのリンク等を集めた規模の

大きなページの と。 

 

 

     
 

マテ    サイ   

廃棄物を、新たな製品の材料もしくは原料へ再 

用する と。「材料リサ クル」とも言う。リサ

 クルには、 のほか、化学的に処理して、製品

の化学原料等に再 用する「ケミカルリサ ク

ル」、廃棄物を燃やし、その際に発生する熱をエ

ネルギーとして 用する「サーマルリサ クル」

がある。 

 

 

緑のカ テ  

窓の外でアサガオやヘチマ等のつる植物を育て、

カー ンのようにしたもの。葉が直射日光をさえ

ぎり、葉から発生する 蒸気が打ち のような 

 をもたらすため、夏の室内温度の上昇を抑える

 とができる。グリーンカー ンとも呼ばれる。 

 

 

緑の ッ ワ   

生きものの生息地をつなぎ、動物の移動に配慮し

た連続性のある  や緑地等。「緑の回廊」とも

呼ばれる。 

 

 

猛禽類 

鳥類のうち、タカ目、フクロウ目、ハヤブサ目の

総称。生態系の食物連鎖の頂点に位置する肉食動

物であるため、環境の改変による影響を受けやす

く、地域における自然環境の保全の指標となる。 

 

 

モ ダ  フ  

二酸化炭素排出量の削減のため、トラック等の自

動 による貨物輸送から、鉄道や海運等の大量輸

送方法に変更する と。 

 

 

 ら   
 

ライフサイ   

本計画では、商品等について原材料の調達から廃

棄・リサ クルに至るまでの全体の工程の とを

言う。 

 

 

緑被率 

みどり（樹 地、草地、農耕地、 面）に覆われ

た 地の面積の割 の と。 

 

 

緑化計画制度 

事業者による緑化の取り組みを 進するため、

「杜の都の環境をつくる条例」に基づき、一定規

模以上の開発や建築を行う事業者に対し、敷地内

における緑化についての計画書の提出や、市長の

認定を受ける とを義務づけた制度。 

 

 

 英数字  
 

BOD
ビ オ ディ 

（Biochemical Oxygen Demand： 物化

学 酸 要求量） 

河 における 質汚濁を測る指標の一つ。微生物

が 中の有機物（汚れ）を分解する際に使う酸素

の量で、数値が大きいほど 中に有機物が多く、

 質汚濁が進 でいる とを示す。 
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CDP
  ディ ピ 

 

英国に本部を置く非営 団体が世界の先進企業

等に対して質問状を送付し、地球温暖化対策や温

室  ガス排出量等について公表を求める取り

組み。企業からの回答内容やその評価結 は、機

関投資家にとって重要な指標の一つとなってい

る。 

 

 

Eco-DRR
   ディ       

（Ecosystem-based Disaster Risk 

Reduction： 態系     防災・減災） 

生態系が持つ多様な機能を 用して、災害による

リスクを低減さ る と。例えば、  の適切な

整 による 砂災害の防止や、海岸 による津波

災害の軽減、 田等の農地による洪 緩和等が挙

げられる。 

 

 

ESD
イ  スディ 

（ Education for Sustainable 

Development：     開発の めの教育） 

環境や貧困、人権、平和等の様々な課題について

自らの問題として捉え、一人ひとりが自分にでき

る とを考え、実践していく とを身につける持

続可能な社会づくりの担い を育む教育。 

 

 

ESG投 
イ  ス  

 

「環境（Environment）」・「社会（Social）」・「企業

統 （Governance）」に対する企業の取り組みを

重視する投資方法。環境では地球温暖化対策や生

物多様性の保全、社会では人権への対応や地域貢

献 動、企業統 では法令遵守や情報開示などが

重視される。 

 

 

ICT
 イ  ティ 

（ Information and Communication 

Technology） 

「情報 信技術」と訳され、情報・ 信に関連す

る 技 術 一 般 の 総 称 。「 IT （ Information 

Technology）」とほぼ同義である。 

 

 

Ｍ
マ

aaS
 ス

（Mobility as a Service） 

地域 民や旅行者の移動に関するニーズに対応

して、目的地までのルートや移動  、飲食店・

 ベント等の検索・予約・決済等を一括で行うサ

ービス。 

 

PCB
ピ   ビ 

（ポ 塩化ビフ ニ ） 

燃えにくく、電気絶縁性に優れ、電気機器等に使

われてきたが、人体に有害である とが判明した

ため、現在は製造等が禁止されている。既に PCB

が使用された製品は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄

物の適正な処理の推進に関する 別措置法」によ

り処理期限が定められている。 

 

 

PM2
ピ  ム

.5（微小粒子状物質） 

大気中に浮遊する粒子状物質の中で、粒径が 2.5

マ クロメートル以下のもの。ぜ そくや気管支

炎を引き起 すなど、健康への影響が懸念されて

いる。 

 

 

P R T R 制度
ピ    ティ    

（化学物質排出移 量届出制度） 

「 定化学物質の環境への排出量の把握等及び

管理の改善の 進に関する法 （化管法）」に基

づき、人や生態系に有害なおそれのある化学物質

に関し、事業所からどの程度環境中（大気、 、

 壌）へ排出されたのか、あるいは廃棄物に含ま

れて事業所の外へ運び出されたのかについて事

業者が自ら把握し、年に一度届出を行い、国がそ

の量を集計・公表する制度。 

 

 

RE100
   イ 

（Renewable Energy 100%） 

企業等が自らの事業 動における使用電力を

100％再生可能エネルギーで賄う とを目指す国

際的な取り組み。 

 

 

SDGs
 スディ   ズ

（Sustainable Development Goals：

     開発 標） 

平成 27年（2015年）の国連サミットで採択され

た「持続可能な開発のための 2030 アジェン 」

に盛り込まれた、令和 12年（2030年）までの国

際社会共 の目標。持続可能な社会を実現するた

め、「誰一人取り残さない」を理念とし、地球規

模の課題である貧困や飢餓、エネルギー、気候変

動等に関する 17のゴール（目標）と 169のター

ゲットを掲げている。 

 

 

ZEB
ゼブ

（Net Zero Energy Building）・ZEB
ゼブ

化 

快適な室内環境を保ちながら、大幅な省エネルギ

ーの実現や再生可能エネルギーの導入等により、
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年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとす

る とを目指した建築物。国は、ZEBの実現・普

及に向けて、エネルギー消費量の削減割 等に応

じて、『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB 

Oriented の 4  階の区分を設けており、 のう

ちいずれかを達成する とを ZEB化と言う。 

 

 

ZEH
ゼッチ

（Net Zero Energy House） 

快適な室内環境を保ちながら、大幅な省エネルギ

ーの実現や再生可能エネルギーの導入等により、

年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとす

る とを目指した 宅。ZEBと同様に、国は、エ

ネルギー消費量の削減割 等に応じて、『ZEH』、

Nearly ZEH、ZEH Ready、ZEH Orientedの 4 階

の区分を設けている。 

 

 

3E
ス  イ 

 

消費エネルギーの少ないラ フスタ ルを実践

する「省エネ」、再生可能エネルギー等を 用し、

自らエネルギーを創り出す「創エネ」、災害時等

に え、エネルギーを蓄える仕組みを取り入れる

「蓄エネ」という、エネルギーに関する 3つの行

動を表す言葉。 

 

 

3R
ス     

 

廃棄物の「リデュース（Reduce：発生抑制）」、「リ

ユース（Reuse：再使用）」、「リサ クル（Recycle：

再生 用）」という、ごみの減量・リサ クルに

関する 3つの行動を表す言葉。環境負荷の低減に

向けては、リデュース、リユース、リサ クルの

順に進める とが重要とされている。 
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2  量 標一覧 

施策分野 定量目標 把握の方法 頻度 

脱炭素 

都市づくり 

①温室効果ガス排出量 

＜中期 標＞ 

令和 12年度（2030年度）における温室  ガ

ス＊排出量を平成 25年度（2013年度）比で 55％

以上削減（  等による吸収量を含む）します 

＜ 期 標＞ 

令和 32年（2050年）温室  ガス排出量実質ゼ

ロを目指します 

・温室  ガス削減アクション

プログラ ＊を じて、各事業

者の排出実績を把握 

・その他、各種統計資料等を用い

て排出量と吸収量を推計 

毎年 

自然共生 

都市づくり 

② ど の総量 

みどりの総量（緑被率＊）について、現在の 準

を維持・向上さ ます 

・航空写真により、市域における

緑被率（樹 地、草地、農耕地、

 面に覆われた 地の面積割

 ）を把握 

1回/5年 

③猛禽類の 息   

生態系の頂点に位置し、良好な里地里山環境の

指標となる猛禽類＊（オオタカ・サシ ）の生息環

境を維持・向上さ ます 

・植生図をもとに、オオタカとサ

シ の生息に適した地域の面

積を推計 

1回/5年 

④    サイ の数 

 認定された自然共生サ ト*の数を 15か所以上

とします 

・国の認定結 等により達成状

況を把握 

毎年 

⑤身近  きものの認識度 

身 な生きもの（9種）について、全ての種にお

ける市民の認識度を現在よりも向上さ ます 

・アンケート調査により、カエ

ルやカッコウなど 9種の身 

な生きものについて、過去 1

年間に見た・鳴き声を聞いた

と回答する市民の割 を把握 

・アンケートは中学 1 年生とそ

の家族（計 3,500人程度）を対

象 

1回/5年 

資源循環 

都市づくり 

⑥ご 総量（  ご ＊ 事業ご ＊の合計） 

令和 12年度（2030年度）におけるごみ総量を 33

万トン以下（令和元年度（2019年度）比で 12％以

上削減）にします 

・市が処理した生 ごみと事業

ごみを集計 

毎年 

⑦ご の最終処 量 

 令和 12年度（2030年度）におけるごみの最終処

分＊量を 4.0万トン以下（令和元年度（2019年度）

比で 23％以上削減）にします 

・直接埋立量と粗大ごみ等から

出る残渣物、焼却灰の量を集計 

毎年 

⑧１ １日当  の家庭ご 排出量 

 令和 12年度（2030年度）における１人 1日当た

りの家庭ごみ＊排出量を 400グラ 以下（令和元年

度（2019年度）比で 14％以上削減）にします 

・家庭ごみ総量から算定 毎年 

⑨家庭ご に占め   物の割合 

 令和 12年度（2030年度）における家庭ごみに占

める資源物の割 を 30％以下（令和元年度（2019

年度）比で 12.5ポ ント以上引下げ）にします 

・  工場に搬入された家庭ご

みの組成調査により把握 

毎年 
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施策分野 定量目標 把握の方法 頻度 

快適環境 

都市づくり 

⑩  基準の達成状況 

大気、 、 壌及び騒音に関する環境基準＊（二

酸化窒素＊についてはゾーン下限値）を達成します 

・大気や 質等の環境調査によ

り、達成状況を把握 

毎年 

⑪  に関  満足度 

市民の「環境に関する満足度」（8 項目）につい

て、全ての項目における満足度を現在よりも向上

さ ます 

・アンケート調査により、「空気

のきれいさ」や「まちの静け

さ」などの 8項目について、

「満足している」または「や

や満足している」と回答する

市民の割 を把握 

・アンケートは無作為抽出によ

る 18歳以上の市民 3,000人を

対象 

1回/5年 

行動する 

人づくり 

⑫日常  におけ   配慮   

日常生 における市民の環境配慮行動（25項目）

について、全ての項目における実践割 を現在よ

りも向上さ ます 

・アンケート調査により、省エ

ネやごみの分別等に関する 25

項目の環境配慮行動につい

て、「常に実践している」また

は「できる け実践してい

る」と回答する市民の割 を

把握 

・アンケートは無作為抽出によ

る 18歳以上の市民 3,000人を

対象 

1回/5年 

 

 


